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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次
国際会計基準

移行日 第67期 第68期

決算年月
2014年
４月１日

2015年３月 2016年３月

売上収益 （百万円） － 20,434 20,455

税引前当期利益（△損失） （百万円） － △1,832 △132

親会社の所有者に帰属する当期利益　

（△損失）
（百万円） － △1,870 △196

親会社の所有者に帰属する当期包括利益 （百万円） － △982 △1,245

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 2,993 2,002 756

資産合計 （百万円） 16,652 14,648 13,122

１株当たり親会社所有者帰属持分 （円） 10.38 6.95 2.62

基本的１株当たり当期利益（△損失） （円） － △6.49 △0.68

希薄化後１株当たり当期利益（△損失） （円） － － －

親会社所有者帰属持分比率 （％） 18.0 13.7 5.8

親会社所有者帰属持分当期利益率 （％） － △74.9 △14.2

株価収益率 （倍） － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） － △680 △339

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） － 316 183

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） － △339 △100

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 3,176 2,826 2,524

従業員数 (名） 1,075 981 890

（注）１　百万円未満を四捨五入しております。

２　上記の売上収益は消費税等抜となっております。

３　従業員数は就業人員数を表示しております。

４　希薄化後１株当たり当期利益（△損失）については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第68期より国際会計基準（IFRS）に基づいて連結財務諸表を作成しております。
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回次
日本基準

第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 2012年３月 2013年３月 2014年３月 2015年３月 2016年３月

売上高 （百万円） 26,696 22,236 22,444 20,328 20,402

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 19 351 30 △689 4

親会社株主に帰属する当期

純利益又は親会社株主に帰

属する当期純損失（△）

（百万円） 89 △323 △248 △1,831 △352

包括利益 （百万円） △33 397 274 △1,015 △1,494

純資産額 （百万円） 3,790 4,243 3,678 3,202 1,708

総資産額 （百万円） 19,637 19,619 17,582 15,445 13,765

１株当たり純資産額 （円） 13.15 14.51 12.55 10.88 5.67

１株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額（△）
（円） 0.31 △1.12 △0.86 △6.36 △1.22

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 19.3 21.3 20.6 20.3 11.9

自己資本利益率 （％） 2.3 △8.1 △6.4 △54.3 △21.6

株価収益率 （倍） 116.1 － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 485 △769 366 △582 △424

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △809 △329 1,490 267 162

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △9 264 △2,455 △389 106

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 4,181 3,608 3,175 2,825 2,523

従業員数 (名） 1,637 1,224 1,075 981 890

（注）１　百万円未満を切り捨てて表示しております。

２　上記の売上高は消費税等抜となっております。

３　従業員数は就業人員数を表示しております。

４　第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第65期、第66期、第67期及び第68期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、１株当たり当期純損失

金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６　第68期の日本基準による諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を

受けておりません。

 

EDINET提出書類

ティアック株式会社(E01932)

有価証券報告書

  3/117



(2）提出会社の経営指標等

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 2012年３月 2013年３月 2014年３月 2015年３月 2016年３月

売上高 （百万円） 20,572 16,595 15,751 13,910 13,496

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 246 687 165 △537 128

当期純利益又は当期純損失

（△）
（百万円） 107 131 △143 △1,644 △220

資本金 （百万円） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

発行済株式総数 （千株） 289,317 289,317 289,317 289,317 289,317

純資産額 （百万円） 6,413 6,489 6,333 5,185 4,952

総資産額 （百万円） 23,829 24,104 21,775 16,653 16,195

１株当たり純資産額 （円） 22.24 22.51 21.97 17.99 17.18

１株当たり配当額 （円） － － － － －

（内１株当たり中間

配当額）
（円） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額（△）
（円） 0.37 0.46 △0.50 △5.71 △0.76

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 26.9 26.9 29.1 31.1 30.6

自己資本利益率 （％） 1.7 2.0 △2.2 △28.6 △4.4

株価収益率 （倍） 97.3 126.1 － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数 （名） 378 343 327 294 300

（注）１　上記の売上高は消費税等抜となっております。

２　従業員数は就業人員数を表示しております。

３　第64期及び65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４　第66期、第67期及び第68期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、１株当たり当期純損失金額であ

り、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】
 
1953年８月 東京都武蔵野市に東京テレビ音響株式会社創立。セミプロフェッショナルタイプの録音・再生電気音響

機器の製造販売を開始。

1956年12月 東京都墨田区に東京電気音響株式会社設立。計測用・光学用電気機器、磁気テープ応用装置の製造を開

始。

1959年６月 両社は提携し、テープレコーダの製造を開始、国内外に販売。

1961年５月 アメリカIBM社と技術援助契約を締結し、磁気テープ記憶装置を国産化する。

1962年11月 東京テレビ音響株式会社をティアックオーディオ株式会社、東京電気音響株式会社をティアック株式会

社と各々商号変更する。

1963年８月 埼玉県入間市に高級テープレコーダの量産工場を竣工。

1964年10月 両社は合併し、ティアック株式会社と商号を統一する。

1967年５月 アメリカに販売会社TEAC CORPORATION OF AMERICAを設立。

1970年４月 東京証券取引所市場第二部に上場。

1970年７月 東京都武蔵村山市に情報機器製品の生産を目的として村山工場を竣工。

1971年４月 大阪、名古屋証券取引所市場第二部に上場。

1972年２月 東京、大阪、名古屋証券取引所市場第一部に上場。

1974年４月 ドイツに販売会社TEAC TONBAND-ANLAGEN VERTRIEBS GmbHを設立。

1974年12月 台湾に音響機器の生産を目的としてTAIWAN TEAC CORPORATIONを設立。

1984年１月 山梨県富士吉田市に主要部品の生産を目的として富士吉田ティアック株式会社を設立。

1984年４月 カナダに現地資本との合弁により販売会社TEAC CANADA LTD.を設立。

1985年２月 神奈川県に電子計測用各種変換・測定器の製造、販売を目的としてティアック電子計測株式会社を設

立。

1987年５月 イギリスに販売会社TEAC UK LTD.を設立。

1988年10月 アメリカの販売会社TEAC CORPORATION OF AMERICAの名称をTEAC AMERICA INC.と改称。

1988年11月 ドイツの販売会社TEAC TONBAND-ANLAGEN VERTRIEBS GmbHの名称をTEAC DEUTSCHLAND GmbHと改称。

1989年４月 フランスに販売会社TEAC FRANCE S.A.を設立。

1990年４月 東京都武蔵野市にコンピュータソフトの開発、販売を目的として株式会社ティアックシステムクリエイ

トを設立。

岩手県二戸市に周辺情報機器製品及び部品の製造、販売を目的として岩手ティアック株式会社を設立。

1990年７月 マレーシアに周辺情報機器製品及び部品の製造、販売を目的としてTEAC ELECTRONICS(M)Sdn.Bhd.を設

立。

1991年３月 ベルギーに販売会社TEAC BELGIUM NV/SAを設立。

1991年10月 オランダの販売会社TEAC EUROPE B.V.をTEAC NEDERLAND B.V.と改称。

1992年２月 シンガポールに周辺機器製品の部品調達と物流サポートを目的としてTEAC SINGAPORE PTE LTD.を設

立。

1992年７月 イタリアに販売会社TEAC ITALIANA S.p.A.を設立。

1992年11月 スペインに販売会社TEAC ELECTRONICS ESPANA S.A.を設立。

1994年６月 インドネシアのバタム島に周辺機器製品の基板実装を目的としてP.T. TEAC ELECTRONICS INDONESIAを

設立。

1995年３月 生産中止に伴い村山工場（東京都武蔵村山市）を売却。

1995年４月 東京都武蔵野市に損害保険の代理店業務を主たる目的として株式会社ティアックウェルフェアサービス

を設立。
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1995年９月 香港に音響機器製品の部品調達と生産管理を目的として現地企業との合弁会社TEAC AUDIO(CHINA)

CO.,LTD.を設立。

1995年12月 中国に音響機器製品の生産を目的として、香港で設立の合弁会社と中国現地資本との合弁会社DONGGUAN

DONGFA TEAC AUDIO CO.,LTD.を設立。

2002年４月 株式会社セレパスと株式会社タスクは、株式会社セレパスを存続会社として合併。

2003年１月 中国に現地法人TEAC SHANGHAI LTD.を設立。

2003年２月 大阪証券取引所及び名古屋証券取引所の上場を廃止。

2004年３月 TEAC AMERICA INC.のビデオシステム部門を営業譲渡。

2004年４月 ドイツ現地法人 TEAC DEUTSCHLAND GmbHは社名をTEAC EUROPE GmbHと改称。

社内カンパニー「ティアック エソテリック カンパニー」を会社分割により分社化し、「株式会社ティ

アック エソテリック カンパニー」を設立。

イギリスに現地法人TEAC SSE LTD.を設立。

2005年８月 オーストラリアに販売子会社TEAC AUSTRALIA PTY., LTD.を設立。

2006年４月 ティアック電子計測株式会社を吸収合併し、株式会社ティアックシステムクリエイトの事業の一部を統

合。

2006年10月 中国東莞市現地法人DONGGUAN DONGFA TEAC AUDIO CO.,LTD.の現地資本全株式をTEAC AUDIO(CHINA)

CO.,LTD.が取得。社名をDONGGUAN TEAC ELECTRONICS CO.,LTD.と改称。

 TEAC AUSTRALIA PTY., LTD.の保有全株式をTT International Limitedへ譲渡。

2007年12月 ティアック株式会社の本社と入間事業所を東京都多摩市に移転し、本社及び事業所の機能を一箇所に集

約。

2008年10月 株式会社ティアック エソテリック カンパニーは社名をエソテリック株式会社と改称。

2009年４月 MTS株式会社をティアック株式会社の完全子会社化。

2009年10月 株式会社セレパスは富士吉田ティアック株式会社を吸収合併し、ティアック マニュファクチャリング

ソリューションズ株式会社と改称。

2012年３月 中国に販売会社TEAC SALES & TRADING (ShenZhen) CO., LTDを設立。

2012年11月 TEAC EUROPE GmbHとTEAC UK LTD.の一般AV機器（TEAC ブランド）、高級AV機器（ESOTERIC ブランド）

の音響機器事業をオンキヨー株式会社のドイツ子会社Onkyo Europe Electronics GmbHに事業譲渡。

2013年３月 Gibson Guitar Corp.（現Gibson Brands, Inc.）及びGibson Holdings, Inc.と資本・業務提携契約を

締結。

2013年５月 Gibson Guitar Corp.（現Gibson Brands, Inc.）がティアック株式会社の株式公開買付けを完了した事

により、Gibson Brands, Inc.の子会社となる。

2013年10月 株式会社ティアックシステムクリエイトは社名をティアックオンキヨーソリューションズ株式会社と改

称。

2014年７月 ティアック株式会社のストレージデバイス事業を株式会社アルメディオに事業譲渡。

2015年11月 MTS株式会社は社名をティアックカスタマーソリューションズ株式会社と改称。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、親会社（ギブソン ブランズ,INC.）および子会社14社により構成されており、音響機器、

情報機器の開発及び製造販売を主たる事業として行なっております。

 

　当社及び主要な関係会社の事業内容は以下のとおりであり、事業の区分は（セグメント情報等）に記載されている

事業区分と同一であります。

（2016年３月31日）

区分 主要製品 主要な会社

音響機器事業

アナログレコードプレーヤー

SACDプレーヤー

ハイレゾリューションオーディオ

再生機器

マルチトラックレコーダー

USBオーディオインターフェース

メモリーレコーダー/プレーヤー

CDレコーダー/プレーヤー

当社

ティアック アメリカ,INC.

ティアック ヨーロッパ GmbH

ティアック UK LTD.

エソテリック㈱

ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ㈱

ティアック オーディオ（チャイナ）CO., LTD.

東莞ティアック エレクトロニクスCO., LTD.

ティアック セールス アンド トレーディング（深セン）CO., LTD

（会社総数11社）

情報機器事業

航空機搭載用記録再生機器

トランスデューサー

データレコーダー

医用画像記録再生機器

介護支援個別ケアシステム

産業用光ドライブ

当社

ティアック アメリカ,INC.

ティアック ヨーロッパ GmbH

ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ㈱

ティアック オンキヨー ソリューションズ㈱

ティアック オーディオ（チャイナ）CO., LTD.

東莞ティアック エレクトロニクスCO., LTD.

ティアック セールス アンド トレーディング（深セン）CO., LTD

（会社総数12社）

その他 EMS事業
ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ㈱

（会社総数２社）
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　以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

 

無印　連結子会社

 

（注）１　ティアック エレクトロニクス（M）Sdn.Bhd.、P.T. ティアック エレクトロニクス インドネシア、台湾

ティアック有限公司は、実質的に事業活動を行っていないため、記載を省略しております。

２　当社の直接の親会社であります、ギブソン ホールディングス,INC.は、持株会社であるため、記載を省略し

ております。

３　MTS株式会社は、平成27年11月１日をもってティアック カスタマーソリューションズ株式会社に社名変更い

たしました。

４　ティアック シンガポール PTE LTD.は平成27年４月21日をもって清算を終了しました。

５　オンキヨー&パイオニアテクノロジー株式会社は、平成27年６月30日をもって持分法適用会社の対象外とな

りました。
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４【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金

（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
（被所有）
割合（％）

関係内容

（親会社）      

Gibson Brands, INC.
Nashville,

Tenn.U.S.A

千US$

121,527

楽器製品の

製造販売
（54.9）

資本業務提携

役員の兼任等・・・・・・有

（連結子会社）      

ティアック

アメリカ, INC.

（注）２，５

Montebello,

Calif.U.S.A.

千US$

38,360

音響機器事業

情報機器事業
100.0

アメリカ地域における販売を統括

役員の兼任等・・・・・・有

ティアック

ヨーロッパ GmbH

Wiesbaden,

Germany

千EUR

2,061

音響機器事業

情報機器事業
100.0

ドイツ地域における販売を統括

役員の兼任等・・・・・・有

ティアック

UK LTD.

Guildford,

U.K.

千GBポンド

3,800
音響機器事業

100.0

〔100.0〕

イギリス地域における販売を統括

役員の兼任等・・・・・・有

ティアック オーディオ（チャイナ）

CO.,LTD.

（注）２

Shatin,

Hong Kong

千HK$

27,000

音響機器事業

情報機器事業
100.0 当社の部材調達

東莞ティアック

エレクトロニクス CO.,LTD.
広東省東莞市

千HK$

20,000

音響機器事業

情報機器事業

100.0

〔100.0〕

当社プロフェッショナルオーディオ製品

の製造

ティアック マニュファクチャリング

ソリューションズ株式会社

東京都

青梅市
64

音響機器事業

情報機器事業

100.0

〔27.0〕

部品および製品の製造販売

当社所有の土地の賃借

役員の兼任等・・・・・・有

エソテリック㈱
東京都

多摩市
90 音響機器事業 100.0

当社コンシューマオーディオ製品の販売

役員の兼任等・・・・・・有

その他７社      

（注）１　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　特定子会社であります。

３　「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。

４　ティアック エレクトロニクス(M)Sdn.Bhd.は、特定子会社でありますが、2010年７月29日に事業閉鎖を決議

しており、閉鎖手続き中であるため、その他に含めております。

５　ティアック アメリカ, INC.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占

める割合が100分の10を超えております。

 
主要な損益情報等（日本基準）

売上高 経常利益 当期純利益 純資産額 総資産額

ティアック アメリカ, INC.
千US$

43,399

千US$

△152

千US$

△412

千US$

35,692

千US$

39,923
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

2016年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（名）

音響機器事業 568

情報機器事業 141

全社（共通） 181

合計 890

（注）１　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いた就業人員であります。

なお、臨時従業員の記載は省略しております。

２　従業員数が前連結会計年度末に比べ91人減少しております。

３　全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2）提出会社の状況

2016年３月31日現在
 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

300 46.0 20.2 6,523,422

 

セグメントの名称 従業員数（名）

音響機器事業 104

情報機器事業 60

全社（共通） 136

合計 300

（注）１　従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。

なお、臨時従業員の記載は省略しております。

２　従業員数が前事業年度末に比べ６人増加しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3）労働組合の状況

　ティアック株式会社、エソテリック株式会社、ティアックオンキヨーソリューションズ株式会社にティアック労

働組合が組織されており、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に属しております。

　ティアック株式会社におけるティアック労働組合の組合員数は236人で、ユニオンショップ制であります。

　エソテリック株式会社におけるティアック労働組合員数は12人で、ユニオンショップ制であります。

　ティアックオンキヨーソリューションズ株式会社におけるティアック労働組合員数は１人で、オープンショップ

制であります。

　なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に景気の弱さも見られますが、企業収益や雇用環境の改善などを背

景に緩やかな回復基調が続いています。また、世界経済は全体的には緩やかに回復しているものの、米国の金融政

策正常化の影響や、中国やその他アジア新興国経済の減速、原油価格の下落の影響など、先行き不透明な状況が続

いています。

　このような状況の中で当社グループは、音響機器事業のうち、一般AV機器では、ギブソングループのマルチブラ

ンド戦略の中で新たな変革を目指し、従来製品カテゴリーの見直し、マーケティングの強化によるブランド価値の

向上を進めました。また、音楽制作オーディオ機器では、当社中国生産子会社の体制を見直し、コスト削減、およ

び原価低減を達成しました。さらに、情報機器事業では、2015年９月末に当社のストレージデバイス事業の子会社

である台湾ティアック有限公司の事業を株式会社アルメディオに譲渡し、事業の選択と集中をさらに進め、当社の

コア技術に基づいた事業カテゴリーに経営資源を集中し成長を目指してきました。

　当連結会計年度におきましては、売上は全体として前期を上回り、音響機器事業、情報機器事業とも増収となり

ました。また、音響機器事業におけるコストダウンによる売上総利益の改善や全社的な販管費の削減により、営業

利益につきましては、黒字化しました。

　この結果、当社グループの連結会計年度の売上収益は20,455百万円（前期比0.1％増）、営業利益は43百万円

（前期営業損失1,403百万円）、親会社の所有者に帰属する当期損失196百万円（前期親会社の所有者に帰属する当

期損失1,870百万円）となりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①　音響機器事業

　音響機器事業の売上収益は13,097百万円（前期比2.3％増）となり、セグメント営業利益は750百万円（前期比

98.3％増）となりました。

　高級AV機器(ESOTERICブランド）は、SACDプレーヤーの既存品が順調に推移し、またアンプやネットワークプ

レーヤーなどの新製品や高額スピーカーも比較的好調に推移しました。輸出はアジア市場が好調を維持、あわせ

て欧米市場が伸長しました結果、前期と比較して増収増益となりました。

　一般AV機器（TEACブランド）は、前期に引き続き、レコード復活のブームを追い風に一体型レコードプレー

ヤーシステムや単品ターンテーブルが大きく伸長しました。また、大手流通向け製品は堅調に推移し、輸出は

ターンテーブルやハイレゾ関連の新製品が貢献して主に欧州、北米で前期に比較して伸長、全体としては増収、

赤字幅は縮小しました。

　音楽制作オーディオ機器(TASCAMブランド)は、楽器市場向けにおいては、リニアPCMレコーダー、マルチト

ラックレコーダー（DIGITAL PORTASTUDIO）の北米、国内での販売が前期より低調となりましたが、USBオーディ

オインターフェイスはラインナップの拡充により販売が増加しました。設備市場においては、ソリッドステート

レコーダー、CDプレーヤーは安定した販売となりましたが、カセット、MiniDiscなどの旧メディア製品の国内外

での需要減により、販売は減少しました。放送局向け機器の販売は、国内において、多くの案件を受注した事に

より前期を上回りました。デジタル一眼レフカメラ用リニアPCMレコーダーの販売は、北米以外のほぼ全地域で

伸長したものの、北米での販売の落ち込みが響き、若干減少しました。輸入商品においては高額新製品の販売に

注力し、利益率の改善を行いました。

 

②　情報機器事業

　情報機器事業の売上収益は6,662百万円（前期比1.8％増）となり、セグメント営業利益は664百万円（前期比

13.7％増）となりました。

　航空機搭載記録再生機器は、機内エンターテインメント機器の国内向け販売は好調に推移したものの、海外顧

客向けの大口案件の出荷が延伸したことから減収となりました。計測機器はデータレコーダー（WX-7000）が通

期で好調に推移したことに加え、官公庁向け「生体測定器」の大型プロジェクトの販売により増収となりまし

た。センサーは高額製品の販売および半導体製造装置向けセンサーの販売が好調に推移しました。医用画像記録

再生機器は国内での消化器内視鏡向け記録機器の販売が伸びずに低調に推移しましたが、手術画像用レコーダー

は海外の大口案件などもあり好調に推移しました。ソリューションビジネスは開発受託が好調を維持し増益とな

りました。一部海外販売子会社で継続している産業用光ディスクドライブは、事業譲渡により減収減益となりま

した。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度と比較して302百万円

減少し、2,524百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

 

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、339百万円のマイナス（前期680百万円のマイナス）

となりました。主な内訳は、マイナス要因としては、営業債務及びその他の債務の増減額の減少294百万円であ

ります。

 

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、183百万円のプラス（前期316百万円のプラス）とな

りました。主な内訳は、プラス要因として、事業譲渡による収入208百万円、売却可能金融資産の売却による収

入240百万円、マイナス要因としては、有形固定資産及び無形資産の取得による支出294百万円であります。

 

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、100百万円のマイナス（前期339百万円のマイナス）

となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の純増減額93百万円、マイナス要因としては、長期

借入金の返済による支出82百万円、リース債務の返済による支出92百万円であります。

 

(3）並行開示情報

　連結財務諸表規則（第７章及び第８章を除く。）に従い、日本基準に基づき作成した要約連結財務諸表は、以下

のとおりです。

　なお、当連結会計年度の要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査

を受けておりません。

　また、百万円未満を切り捨てて表示しております。

 

①　要約連結貸借対照表（日本基準）

（単位：百万円）

 
前連結会計年度末
（2015年３月31日）

当連結会計年度末
（2016年３月31日）

資産の部   

流動資産 11,746 10,584

固定資産 3,699 3,180

有形固定資産 2,593 2,206

無形固定資産 614 589

投資その他の資産 491 384

資産合計 15,445 13,765

   

負債の部   

流動負債 5,598 5,420

固定負債 6,644 6,635

負債合計 12,243 12,056

   

純資産の部   

株主資本 6,611 6,259

その他の包括利益累計額 △3,475 △4,624

非支配株主持分 66 73

純資産合計 3,202 1,708

負債純資産合計 15,445 13,765
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②　要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書（日本基準）

要約連結損益計算書
（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

売上高 20,328 20,402

経常利益又は経常損失（△） △689 4

特別利益 101 16

特別損失 1,176 303

税金等調整前当期純損失（△） △1,765 △281

当期純損失（△） △1,830 △346

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △1,831 △352

 
要約連結包括利益計算書

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

当期純損失（△） △1,830 △346

その他の包括利益 815 △1,148

包括利益 △1,015 △1,494

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,020 △1,501

非支配株主に係る包括利益 5 6

 
③　要約連結株主資本等変動計算書（日本基準）

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

（単位：百万円）

 株主資本
その他の

包括利益累計額合計
非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 7,908 △4,291 61 3,678

会計方針変更による

累積的影響額
543 － 3 547

当期変動額 △1,840 815 1 △1,023

当期末残高 6,611 △3,475 66 3,202

 
当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

（単位：百万円）

 株主資本
その他の

包括利益累計額合計
非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 6,611 △3,475 66 3,202

当期変動額 △352 △1,148 6 △1,493

当期末残高 6,259 △4,624 73 1,708

 
④　要約連結キャッシュ・フロー計算書（日本基準）

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー △582 △424

投資活動によるキャッシュ・フロー 267 162

財務活動によるキャッシュ・フロー △389 106

現金及び現金同等物に係る換算差額 353 △145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △350 △301

現金及び現金同等物の期首残高 3,175 2,825

現金及び現金同等物の期末残高 2,825 2,523
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⑤　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（日本基準）

　前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成27年３月26日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲

げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職

給付の支払見込日までの平均期間に近似した年数を反映した単一の割引率を使用する方法から退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しておりま

す。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連

結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が547百万円減少し、利益剰余金が543百万円、非

支配株主持分が３百万円増加しております。なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽

微であります。

 

　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）以外の有形固

定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より

定額法に変更いたしました。

　この変更は、これまで当社の主力事業であったパソコン向け光ドライブ事業からの撤退及び、平成25年５

月の親会社変更により、当社の主力製品が音響機器製品にシフトした事を契機に、有形固定資産の減価償却

方法について再度検討した結果、国内設備について今後は安定的な稼働や収益の獲得が見込まれることか

ら、期間損益を適正化することが適切であると判断したことによるものです。なお、この変更による損益に

与える影響は軽微であります。

 

　当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

該当事項はありません。

 

⑥　IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第７章及び第８章を除く。）によ

り作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項

 

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

　「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　連結財務諸表注記　32　IFRSへの移行に関

する開示」を参照して下さい。

 

当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

・在外営業活動体の換算差額

　IFRSでは、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することができま

す。

　上記の結果、移行日現在のその他の包括利益累計額のうち、在外営業活動体の換算差額3,430百万円を全額

利益剰余金に振り替えております。

 

・退職給付の調整

　日本基準においては数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益として認識し、一定年数にわたって償却

することによって純利益への振り替えが行われております。IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包

括利益として認識し即時に利益剰余金に振り替えております。その結果、退職給付に係る調整累計額694百万

円を利益剰余金に振り替えております。
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・有形固定資産の公正価値評価

　IFRS適用にあたってIFRS第１号にあるみなし原価の免除規定を適用し、一部の有形固定資産について移行日

現在の公正価値を当該日現在のみなし原価としております。その結果、IFRS移行日における帳簿価額の差額

633百万円を利益剰余金に振り替えております。

 

・有給休暇に係る債務の調整

　日本基準においては認識していない有給休暇に係る債務について、IFRSでは未消化の有給休暇について負債

認識しております。その結果、IFRSにおける引当金が350百万円増加しております。

 

・売上収益、売上原価の調整

　日本基準では、一部の物品販売取引について出荷時点で収益を認識しておりましたが、IFRSでは物品の引渡

時点で収益を認識しております。

　その結果、売上収益が184百万円、売上原価が109百万円それぞれ増加しております。

 

・個別開示項目

　当社グループは一時的に発生する特定の収益又は費用について、その金額に重要性がある場合には、経営成

績に対する影響を明らかにするために、連結損益計算書において個別開示項目として表示しております。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％）

音響機器事業 6,094 7.0

情報機器事業 1,092 6.0

その他 634 △40.1

合計 7,821 0.4

（注）１　金額は製造原価によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当社グループの製品は、原則として需要見込生産であり、該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

音響機器事業 13,097 2.3

情報機器事業 6,662 1.8

その他 696 △36.2

合計 20,455 0.1

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　音響機器事業のBtoC事業における収益力向上が、短期的な最重要課題と捉えております。これまでに取り組んだ中

国工場の構造改革やマーケティング活動の成果を確実に刈り取ることに加え、競合他社が提供できていない付加価値

を提供することで、新規市場での成長と収益安定化を目指してまいります。

　そのために、顧客とのコミュニケーションの機会を増やすべく、国内外で人材の配置および体制の構築を進めてま

いります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、主として次のようなものでありま

す。

①　経済状況の変動による影響

１）当社グループ製品の需要への影響

　当社グループは、日本、米大陸、欧州、アジア等の地域において民生用、産業用製品の販売を行っており、そ

の地域の市場の経済状況により当社製品の需要は影響を受けます。概ね当社グループの民生用製品はその性格上

生活必需品とは言えず、一般消費者の可処分所得、嗜好の変化により需要動向が変化し、また産業用製品は主に

顧客の設備投資の状況等により需要が変化します。従いまして、日本、米大陸、欧州、アジア等における景気悪

化等経済状況の変動、消費者嗜好の変化等による需要の縮小は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響

を与える可能性があります。

 

２）当社グループの取引先への影響

　経済状況の急激な変動は当社グループの仕入先や販売先の経営にも影響を与えることがあり、当社グループで

は、取引先の評価、代替取引先の手当て、与信管理、債権保全等の措置を講じてはおりますが、影響を完全に排

除することは困難であります。従いまして、これら取引先の経営状況も当社グループの経営成績及び財政状態に

悪影響を与える可能性があります。

 

３）当社グループの銀行取引への影響

　事業の運営のため取引銀行からの借入金の確保は不可欠でありますが、経済状況の変化により、金融機関の貸

出し姿勢が厳しくなり、当社グループの取引金融機関からの新規借入金、借入金の継続に支障をきたす状況と

なった場合、当社グループの経営成績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

 

②　為替相場の変動による影響

　当社グループは海外における生産・販売活動の比重が高いことから外貨建売上・仕入・費用、外貨建の債権債務

の割合が大きく、また海外に子会社を保有していることから、下記のように為替相場の変動によって当社グループ

の経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

 

１）営業損益への影響

　当社グループの場合、米ドルにつきましては、生産あるいは仕入での割合が高く、また国内販売に対して、円

高は営業損益に好影響を与えますが、ユーロとポンドは概ね販売のみであることから、それらの通貨に対する円

高は当社グループの営業損益に悪影響を与え、円安は好影響をもたらします。また、当社グループの海外子会社

の収益及び費用は、連結会計年度の四半期平均レートにて円換算されてた収益及び費用を積上げており、通常各

国通貨に対する円高は売上高、営業損益に悪影響を与え、円安は好影響をもたらします。

 

２）金融費用純額への影響

　当社グループは外貨建の債権債務を保有することから、期末日の為替レートの変動により為替差益または為替

差損が発生し、金融費用純額に影響をもたらします。一般的に他の通貨（米ドル、ユーロ、ポンド等）に対する

円高は当社グループの金融費用純額に悪影響を及ぼし、円安は当社グループの金融費用純額に好影響をもたらし

ます。当社グループは為替予約および通貨オプションにより短期の為替相場の変動リスクをヘッジしております

が、急激な為替変動により、為替差損が発生する可能性があります。

 

３）純資産への影響

　当社グループの海外子会社に対しては主として現地通貨にて投資を行っており、期末日の為替レートの変動に

より為替換算調整勘定が変動し、純資産に影響を与えます。一般的に他の現地通貨に対する円高は純資産の減少

となり、円安は純資産の増加をもたらします。

 

③　事故・災害等の影響

　地震等の自然災害、テロ等の人為的災害、事故、又は新型インフルエンザ等の疫病の各種災害により、当社グ

ループの設備、情報システム、従業員、取引先等の操業に影響が出る可能性があります。これらの災害に際して事

業への影響を完全に排除し、復旧対策等を備えることは困難であります。従いまして、このような災害発生時には

企業活動が妨げられ、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。
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④　訴訟その他の法的手続について

　当社グループは、当社及び当社の米国現地法人ティアックアメリカ, INC.は、2009年11月３日に米国カリフォル

ニア州北部地区連邦地方裁判所において、光ディスクドライブ装置の価格カルテルを行ったとする主張に基づき、

KI,INC.を原告代表とする集団訴訟の提起を受け、その後、カナダの５州においても同様の集団訴訟の提起を受け

ております。米国の集団訴訟において、2015年１月に原告のClass Certificationの再申請が認められ、訴訟が進

行したことに伴い、2016年３月期において、今後訴訟の解決までに発生する可能性の高い関連費用を合理的に見積

り、訴訟損失引当金626百万円を計上しております。以上のほか世界各国で事業活動を行っており、事業を遂行す

る上で訴訟その他の法的手続に関するリスクを有しております。各国の法制度、裁判制度の違いもあることから、

訴訟及び規制当局による措置により、当社グループが当事者となる可能性のある訴訟、法的手続きを予想すること

は困難であります。重大な法的責任又は規制当局による措置は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を

与える可能性があります。

 

⑤　公的規制について

　当社グループの事業活動は、当社グループが事業を行う各国の多様な規制の適用を受けます。このような規制に

は、投資、貿易、公正な競争、知的財産権、租税、為替、環境・リサイクルに関する規制、安全保障等の理由によ

る輸出制限を含みます。これらの公的規制の変更及び変更に伴う法規制遵守のため、追加的費用が発生した場合、

また、万一これらの規制に対する違反等が発生し、罰金、課徴金の納付命令その他の措置が発生した場合、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

 

⑥　製品の品質とその責任について

　当社グループの生産工場は、世界的に認められている品質管理基準により製品の製造を行っております。しか

し、当社グループの製品は、高度、複雑な技術を利用したものが増えており、また、外部の供給者からの調達もあ

るため品質管理へのコントロールは複雑化していることから、すべての製品について欠陥が発生しないという保証

はありません。従いまして、当社グループの製品に欠陥等の問題が生じた場合には、それに関連するコストの発

生、当社グループの製品の品質への信頼に影響を及ぼし、経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性がありま

す。

 

⑦　製品含有化学物質について

　当社グループの製品は、多数の素材及び部品から構成されており、部品等を外部の供給者から調達していること

により、含有化学物質のコントロールは複雑化しております。当社グループでは、規制化学物質が基準値を超えて

製品に含有されることのないよう、検査、確認の徹底を図っていますが、完全な対応は困難であります。万一当社

グループの製品に化学物質含有等の問題が生じた場合には、当該問題から生じた損害について当社グループが責任

を負う可能性があるとともに、当社グループの製品への信頼、販売活動、経営成績及び財政状態に悪影響を与える

可能性があります。

 

⑧　個人情報、その他情報の流出について

　当社グループは事業活動のため、顧客についての個人情報、技術、営業、その他事業に関する営業秘密を有して

おります。当社グループにおいては、これらの情報の適切な保護及び管理に努めていますが、万一情報システムの

障害、人為的な原因、その他の事態によりこれらの情報が流出した場合は、当社グループの事業活動、経営成績及

び財政状態並びに当社グループに対する信頼に悪影響を与える可能性があります。

 

⑨　競争による影響

　当社グループは、当社グループが事業を行う様々な製品市場と地域市場において、他社との激しい競争に晒され

ております。当社グループは、新製品の導入や高品質の製品供給等により、顧客満足を得るべく努めていますが、

競合他社と品質・性能・価格などについての競争は更に激化することが予想され、その結果、価格の下落等が当社

グループの経営成績及び財務状態に悪影響を与える可能性があります。

 

⑩　キーデバイスや部材調達の遅れ、供給不足による影響

　当社グループは、他社からキーデバイスや部材を購入し、また他社に一部の設計を委託しておりますが、当社グ

ループ単独の責によらない予想外の事態が発生し、新製品の市場投入が遅れた場合、また生産用部材の供給不足に

より需要を満たせない場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。
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⑪　知的所有権について

　当社グループは様々な知的所有権を使用しており、それらは当社グループ所有のものであるかあるいは当社グ

ループ若しくは当社グループへの部品等の供給元が正当に使用許諾を受けたものであると認識しておりますが、当

社グループの認識外で第三者の知的所有権を侵害する可能性があります。知的所有権を巡っての係争が発生した場

合、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

 

⑫　退職給付債務に対する影響

　退職給付債務は、割引率や長期期待運用収益率等の前提条件に基づく数理計算によって算出されます。経済状況

の変化等により実際の結果がこれらの前提条件と異なった場合、その影響額は発生時にその他の包括利益として認

識し、即時に利益剰余金に振り替えます。特に金利の低下に伴う割引率の低下や運用利回りの悪化は、当社グルー

プの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

 

⑬　固定資産の減損、投資有価証券の評価について

　当社グループが保有する有形固定資産、無形資産については、当該資産が充分なキャッシュ・フローを生まない

場合は、減損が発生する可能性があります。また、当社グループは、取引先等の株式等、有価証券を保有しており

ますが、時価のあるその他有価証券は四半期毎に時価に基づき評価を行うため、その時点の時価により財政状態計

算書計上額が変動する可能性があり、また時価が著しく低下した場合は減損が発生する可能性があります。減損が

発生した場合、あるいは時価の低下により売却損が発生した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影

響を与える可能性があります。

 

⑭　財務制限条項

　安定的な資金調達を図るため、金融機関との間でシンジケートローン及びコミットメントライン契約を締結して

おりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、当社がこれらに抵触した場合、期限の利益を喪失

し、一括返済を求められる等、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑮　資本業務提携に関するリスク

　当社グループでは、親会社の楽器製品の製造販売事業と当社の音響機器事業との間の相乗効果の発揮を意図し資

本業務提携を締結しておりますが、これらの提携等が解消された場合、当社グループの事業展開及び経営成績に影

響を与える可能性があります。

 

⑯　継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、当連結会計年度において連結財政状態計算書の資本合計の金額が15億円を下回ったことによ

り、当連結会計年度末において当社が取引金融機関等との間で締結しているシンジケートローン契約の財務制限条

項に抵触することとなりました。

　当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、「７財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (４)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況を改善するための対応策」に記載の通り、既に当該重要事象等を解消するための対応策を実施している

とともに、今後の主要取引銀行等の支援体制も十分確保できていることから、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は認められないと判断しております。

 

※　上記のうち将来に関する事項は、2016年６月21日現在において当社グループが判断したものであります。

※　上記は当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。当社グループは事業展開上、

さまざまなリスクがあることを認識し、それらをできる限り回避するように努めております。しかし、経済情

勢、市況、金融市場等に様々な変動が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。

EDINET提出書類

ティアック株式会社(E01932)

有価証券報告書

 20/117



５【経営上の重要な契約等】

　当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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６【研究開発活動】

　当社グループの研究開発活動は、主として提出会社に集中しており、提出会社及び現地販売法人において技術動

向・市場動向の情報を集め、提出会社にて開発を担当し、国内外の生産拠点にて生産を行っております。

　当連結会計年度における提出会社の研究開発活動は、２事業部に所属し、各事業部に直結した開発部門が市場の

ニーズに合致した商品をいち早く商品化すべく、研究開発を推進しております。

　当連結会計年度の開発人員は125名で、研究開発費として1,319百万円投入しております。

　当連結会計年度の各事業部における主な研究開発の概況と成果は次のとおりであります。

 

＜音響機器事業＞

　プロオーディオ市場向けでは、放送局向けにはMADI/DANTEなどフレキシブルなオーディオインターフェースに対応

し、ProToolsシステムとの同期運転によるバックアップ録音も可能な1Uサイズ64チャンネルマルチトラックレコー

ダーDA-6400とオプションとなるMADI、DANTEインターフェースカードを市場導入いたしました。DSLR(デジタル一眼

レフカメラ）市場向けにはシリーズ最上位機種となるHDMIコネクターやタイムコード入力機能を搭載しカメラとの同

期を可能とし更にマグネシウム合金による軽量、堅牢な筐体を採用することで幅広い現場で多くのカメラと組み合わ

せて使用可能な高音質6トラックレコーダーDR-701Dに加えて超指向性マイクを搭載し、被写体の音を狙って収録する

ことが可能で且つカメラのアクセサリーシューに装着出来るほどの機動性を備えた軽量かつコンパクトなショットガ

ンマイク一体型カメラ用リニアPCMレコーダーDR-10SGを市場導入いたしました。設備市場向けには業務用DVDプレー

ヤーの後継として新たにブルーレイやUSBメモリ、SDカードからの再生にも対応しRS-232CやLANからの外部制御も可

能な1Uサイズ業務用ブルーレイプレーヤーBD-01Uに加えて幅広い用途に対応できるようライン入力に加えマイク入力

の装備や4トラック録音機能を活用したバックアップ録音機能、万が一の電源断でも録音が継続できる単3形電池駆動

機能を搭載しシンプルな操作でより安全、確実な録音を実現した1Uサイズ マイク入力搭載 SDカードレコーダーSD-

20Mを市場投入いたしました。

　楽器市場向けではUltra-HDDAマイクプリアンプを8基搭載、3モード切換による高い汎用性をもち192kHz対応した

USB3.0/2.0 20IN20OUTオーディオ/MIDIインターフェースCelesonic US-20x20を市場導入しました。また、インター

ネット生放送やインターネットカラオケなどの用途にも対応できるようASIO/WDMソフトの同時出力に対応したUS-

2x2-SC/US-4x4-SC用「TASCAM Software Mixer」を市場導入しました。更にコンパクトボディでワイドレンジ再生、

小音量でもクリアなモニターサウンドが得られデスクトップに気軽に設置できる2ウェイパワードモニタースピー

カーVL-S3、加えてBluetoothによるワイヤレス再生にも対応し高音質・低遅延のAAC/Qualcomm aptX™コーデックに対

応したVL-S3BTを市場導入しました。

　コンシューマオーディオ市場向けでは、最新ハイレゾ音源(DSD 11.2MHz・PCM384kHz/32bit)に対応したUSB-DAC/

ヘッドホンアンプ「UD-503」およびUSB-DAC/ネットワークプレーヤー「NT-503」、DSD 5.6MHz・PCM192kHz/24bitに

対応した新たなデザインのポータブルヘッドホンアンプ「HA-P5」を市場導入しました。これらの機種はハイレゾ対

応製品の中でも上位モデルに位置づけされる高スペックモデルです。ハイレゾ入門者向けには、ハイレゾ対応

(PCM192kHz/24bit)マイクロCDコンポ「HR-X101」を市場導入しました。本製品アンプ部の横幅及びスピーカーの高さ

を"182mm"という非常にコンパクトなサイズとすることと、上部のメッシュタイプの通気口はハイエンドアンプを思

わせるこだわった意匠としました。また、スピーカーもハイレゾ対応としたことで、あらゆるソースに対応した多機

能なハイレゾCDマイクロシステムとなります。これらハイレゾ対応製品の対極にあるアナログ製品としてアナログ

ターンテーブルの販売が伸びています。TN-300/350の下位モデル「TN-100(海外)」及び「TN-200(海外)」の市場導入

によりアナログターンテーブルの販売台数が大きく拡大、新たに世界で初めて192kHz/24bitの光デジタル出力が可能

なモデル「TN-570」の市場導入は、注目度も高く導入後の販売台数も急速に進んでいます。オールインワンタイプの

ターンテーブルシステム「LP-R550USB」は、国内大手通販での導入をきっかけに売り上げ台数が大きく伸び、ターン

テーブルカテゴリー全体での販売台数を大きく引き上げました。

　ハイエンドオーディオ市場向け(ESOTERICブランド)では、最高級シリーズGrandioso(グランディオーソ)に次ぐ準

フラッグシップモデルとして、セパレート型SACDプレーヤーP-02X(SACDトランスポート)/D-02X(D/Aコンバーター)、

上位モデル02シリーズの設計思想を忠実に踏襲した03シリーズのセパレート型アンプ2機種C-03Xs(プリアンプ)、S-

03(ステレオパワーアンプ)、ESOTERICブランド初のネットワークオーディオプレーヤーN-05、一体型アンプの全く新

しいシリーズ(Fシリーズ)F-05を市場投入しました。

　当連結会計年度における研究開発費の金額は864百万円であります。
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＜情報機器事業＞

　医用画像製品では、メディカルビデオレコーダーUR-4MDの機能を搭載した組み込み小型ボードを商品化し市場導入

を開始します。この小型ボードにより、高解像度の静止画・動画の録画・再生機能を画像診断装置へ簡単に付加する

ことができます。停電や事故による電源コードがコンセントから外れた場合のフェイルセイフ記録、バックアップの

ための内臓ハードディスクの搭載などUR-4MDの機能が全てそろった仕様から、機能を絞ったカスタム仕様にも対応し

ます。

　インフライトエンターテイメント製品では、SDメモリーカードビデオ再生機VE-801SDiを開発し市場導入しまし

た。VE-801SDiは、映像コンテンツのダウンロードを行うことなくSDメモリーカード上の映像コンテンツを直接再生

することができます。また、記録媒体として8mm、Hi8、VHSなどを使用している従来製品との高い互換性を有してお

り、これらビデオ再生機と迅速で無駄のない機器更新を提供します。また、SDメモリーカードオーディオ再生機AE-

1600SDiの開発に着手しました。AE-1600SDiも音楽コンテンツのダウンロードを行うことなくSDメモリーカード上の

音楽コンテンツを直接再生することができます。CDを使用している従来製品との高い互換性を有し、迅速な機器更新

を提供します。

　当連結会計年度における研究開発費の金額は455百万円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態の分析

資産合計

　当連結会計年度末における資産合計は13,122百万円と前連結会計年度末と比較して1,526百万円減少しました。

主な増減は、現金及び現金同等物の減少302百万円、営業債権及びその他の債権の減少653百万円、在庫削減に伴う

棚卸資産の減少235百万円であります。

 

負債合計

　当連結会計年度末における負債合計は、12,320百万円と前連結会計年度末と比較して286百万円減少しました。

主な増減は、営業債務及びその他の債務の減少244百万円、退職給付に係る負債の増加285百万円、引当金の減少

304百万円であります。

 

資本合計

　当連結会計年度末における資本合計は、802百万円と前連結会計年度末と比較して1,240百万円減少しました。主

な増減は、為替の円高に伴う在外営業活動体の換算差額の減少によるその他の資本の構成要素の減少329百万円、

マイナス金利政策に伴う退職給付の割引率の低下と年金資産の運用の悪化に起因する退職給付に係る負債の増加に

よる利益剰余金の減少694百万円、親会社の所有者に帰属する当期損失196百万円の計上であります。

 

(2）経営成績の分析

　各事業における経営成績については「業績等の概要」及び「セグメント情報」をご参照下さい。売上収益、営業

利益、当期利益の主要な増減については次のとおりであります。

 

１）売上収益

　当連結会計年度の売上収益は、20,455百万円と前連結会計年度よりも21百万円増加しております。音響機器事

業の売上収益の増加が影響しました。

 

２）営業利益

　営業利益は、43百万円（前期営業損失1,403百万円）となりました。販売費及び一般管理費の抑制と個別開示

項目の減少が主な理由であります。

 

①　販売費及び一般管理費

　当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、7,750百万円と前連結会計年度と比較して311百万円減少してお

ります。これは、主に諸手数料の減少192百万円、研究開発費の減少122百万円によるものであります。

 

②　その他の損益

　当連結会計年度のその他の損益は、1百万円と前連結会計年度と比較して25百万円減少しております。当連

結会計年度は、特別退職金、特別退職加算金等が減少したことが主な理由です。

 

③　個別開示項目

　当連結会計年度の個別開示項目は、86百万円と前連結会計年度と比較して953百万円減少しております。当

連結会計年度は、前連結会計年度のような訴訟損失引当金繰入額、事業閉鎖に伴う特別退職金等の発生がな

かったことが主な理由です。

 

３）当期利益

　当期損失は、190百万円（前期当期損失は1,865百万円）となりました。営業利益の計上と金融費用の減少が主

な理由です。

 

①　金融収益

　金融収益は、12百万円と前連結会計年度よりも22百万円減少しております。これは、主に受取利息の減少24百

万円によるものであります。

 

②　金融費用

　金融費用は、200百万円と前連結会計年度よりも243百万円減少しております。これは、主に為替差損の減少

230百万円によるものであります。
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③　法人所得税費用

　法人所得税費用は、58百万円と前連結会計年度よりも25百万円増加しております。これは、主に法人税、住民

税及び事業税13百万円の増加によるものであります。

 

(3）キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、１　業績等の概要　(2）キャッシュ・フ

ローの状況に記載のとおりであります。

 

(4）継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策

　当社グループには、「第２ 事業の状況 ４事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しておりますが、当該事象又は状況を解消すべく資金計画を策定し、取引金融機関等に

対しシンジケートローン契約の財務制限条項の適用免除について協議を行いました。その結果、全貸付人より期限

の利益喪失請求を行わないことにつき同意を得ております。

　以上のような状況から、当社グループといたしましては、翌連結会計年度における事業継続において不確実性は

認められないものと判断しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループは、省力化、生産性の向上及び製品の信頼性向上のための投資を行っております。当連結会計年度の

設備投資については、測定器、金型等の更新を中心とした経常的な投資にとどまりましたが、内訳は以下のとおりで

あります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資も含めて記載しております。（設備投資の金額には消費

税等を含みません。）

（単位：百万円）
 

 当連結会計年度  前年同期比

音響機器事業 144  △47.3％

情報機器事業 78  58.8％

その他及び全社共通 149  178.8％

合計 370  △1.3％
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2016年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（名）建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

本社

（東京都多摩市）

（注３、４）

音響機器事業

情報機器事業

その他

本社・

開発・販売設備
240 1

633

(9,488.55)
336 1,222 296

EMCセンター

（埼玉県入間市）

音響機器事業

情報機器事業

その他

試験設備

その他設備
150 0

438

(10,169.87)
0 588 0

 

(2）国内子会社

2016年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（名）建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

ティアック

マニュファクチャリ

ング

ソリューションズ㈱

本社・青梅事業所

（東京都青梅市）

音響機器事業

情報機器事業

その他

生産

設備
7 15 － 34 57 57

 

(3）在外子会社

2016年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（名）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

ティアック

ヨーロッパ

GmbH

ドイツ現地法人

（Wiesbaden,

Germany）

音響機器事業

情報機器事業
販売設備 － － － 29 29 15

ティアック

エレクトロニクス

(M) Sdn.Bhd.

（注３）

マレーシア

現地法人

（Malacca,

Malaysia）

情報機器事業 生産設備 65 － － 311 376 －

東莞ティアック

エレクトロニクス

CO., LTD.

中国現地法人

（広東省東莞市）

音響機器事業

情報機器事業
生産設備 － 147 － 141 288 365

（注）１　その他には、工具、器具及び備品、リース資産、借地権及びその他の無形固定資産を含んでおります。

２　ティアック エレクトロニクス(M) Sdn.Bhdは現在休止中であります。

３　提出会社の建物及び土地の一部を賃借しております。（年間賃借料312百万円）

４　提出会社の本社中の土地、建物及び構築物には、下記の国内子会社に貸与中のものを含んでおります。

会社名 事業所名（所在地） 土地（面積㎡） 建物及び構築物

ティアック

マニュファクチャリング

ソリューションズ㈱

本社・青梅事業所（東京都青梅市） 510百万円（1,494.60㎡） 101百万円
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、国内外の生産拠点を中心に生産設備の更新を中心とした設備投資を

行っており、期末時点ではその設備の新設・拡充の計画を個々のプロジェクトごとに決定しておりません。そのた

め、セグメントごとの数値を開示する方法によっております。

　当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は、263百万円であり、セグメントごとの内訳は次のと

おりであります。

セグメントの名称
2016年３月31日

計画金額（百万円）
設備等の主な内容・目的

音響機器事業 13
高級AV機器、一般AV機器、音楽制作オーディオ機器の

生産設備及び測定機器の更新

情報機器事業 81

航空機搭載用記録再生機器、医用画像記録機器、計測

機器(トランスデューサー、データレコーダー)の生産

設備及び測定機器の更新

その他及び全社共通 169 全社的情報投資

合計 263  

（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　設備投資計画に係る今後の所要資金については、主として、自己資金をもって充当する予定であります。

 

(2）重要な設備の除却等

　経常的な設備の更新のための除却・売却を除き、重要な設備の除却・売却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

 

②【発行済株式】
 

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2016年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2016年６月21日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 289,317,134 289,317,134
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数 1,000株

計 289,317,134 289,317,134 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2011年７月26日 － 289,317,134 △781 6,000 △1,008 －

（注）　2011年６月23日開催の定時株主総会決議に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り

替え、増加したその他資本剰余金1,789百万円のうち、1,482百万円を繰越利益剰余金に振り替えることによ

り、欠損填補しております。

 

（６）【所有者別状況】
 

2016年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 23 37 84 50 14 10,278 10,486 －

所有株式数

（単元）
－ 19,073 4,865 5,404 169,642 56 89,172 288,212 1,105,134

所有株式数の

割合（％）
－ 6.62 1.69 1.87 58.86 0.02 30.94 100 －

（注）１　自己株式1,168,178株は、「個人その他」に1,168単元、「単元未満株式の状況」に178株含まれておりま

す。

なお、自己株式1,168,178株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は1,167,178株

であります。

２　上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、９単元含まれております。
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（７）【大株主の状況】

  2016年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

Gibson Holdings, Inc.

（常任代理人 ＳＭＢＣ日興証券株式

会社）

2711 Centerville Road Suite 400

Wilmington New Castle County Delaware

19808 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内３丁目３番１号）

157,447 54.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社
東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,501 2.59

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM

CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD

（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）

1 Church Place, London, E14 5HP UK

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）
3,518 1.22

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 3,433 1.19

オンキヨー株式会社 大阪府寝屋川市日新町２番１号 2,894 1.00

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 2,007 0.69

J.P. MORGAN CLEARING CORP-CLEARING

（常任代理人　シティバンク銀行株式

会社）

Three Chase Metrotech Center Brooklyn

New York 11245 USA

（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,871 0.65

ティアック取引先持株会 東京都多摩市落合１丁目47番地 1,706 0.59

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人 資産管理サービス信託

銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号

（東京都中央区晴海１丁目８番12号）
1,541 0.53

ML PRO SEGREGATION ACCOUNT

（常任代理人　メリルリンチ日本証券

株式会社）

The Corporation Trust Company

Corporation Trust Center 1209 Orange St

Wilmington Delaware USA

（東京都中央区日本橋１丁目４番１号）

1,414 0.49

計 － 183,333 63.37

（注）１　上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれております。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　 7,501千株

２　所有株式数は千株未満を、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点第３位を四捨五入して表示し

ております。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】
 

2016年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 　　1,167,000
－ 単元株式数 1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 　287,045,000 287,045 同上

単元未満株式 普通株式　　　 　1,105,134 － －

発行済株式総数 289,317,134 － －

総株主の議決権 － 287,045 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、9,000株（議決権９

個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式178株が含まれております。

 

②【自己株式等】
 

2016年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

ティアック株式会社
東京都多摩市落合１－47 1,167,000 － 1,167,000 0.40

計 － 1,167,000 － 1,167,000 0.40

（注）　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）ありま

す。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めておりま

す。

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】
 
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
 

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 19,342 963

当期間における取得自己株式 631 28

（注）　当期間における取得自己株式には、2016年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己

株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転

を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,167,178 － 1,167,809 －

（注）　当期間における保有自己株式数には、2016年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

　利益配分に関しては、業績に基づいた成果の配分を前提に、連結業績を勘案し、財政状態、事業展開、経営環境を

総合的に捉え、安定配当の維持を目指すことを基本方針としております。また企業競争力の維持、強化を目的とした

研究開発投資や設備投資等による将来の経営基盤強化と事業拡大のため、内部留保に努めてまいります。

　当期は今後の事業展開、内部留保の充実を図るため、誠に遺憾ながら前期に引き続き無配とすることに決定いたし

ました。

　なお、当社の剰余金の配当は期末配当にて年１回の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は株主総

会であります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期

最高（円） 45 82 124 78 60

最低（円） 24 24 45 51 38

（注）　上記の株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
 

月別
2015年
10月

11月 12月
2016年
１月

２月 ３月

最高（円） 47 57 60 55 50 46

最低（円） 38 42 48 42 39 41

（注）　上記の株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性　11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
CEO 英　裕 治 1961年９月17日生

1985年４月 当社入社

（注）３ 126

2001年２月 当社タスカム部長

2004年６月 当社執行役員タスカムビジネスユニットマネ

ジャー

2005年５月 当社執行役員エンタテイメント・カンパニー

プレジデント

2006年６月 当社代表取締役社長

2013年６月 当社代表取締役社長CEO（現任）

取締役 CFO 野 村 佳 秀 1954年８月11日生

1977年４月 当社入社

（注）３ 75

1999年６月 当社業務企画部長

2003年８月 当社財務部長

2004年６月 当社執行役員財務部長

2007年６月 当社取締役財務部長

2010年４月 当社取締役コーポレート本部長

2012年５月 当社取締役コーポレート本部長兼経営情報部

長

2013年４月 当社取締役財務担当

2013年６月 当社取締役CFO（現任）

取締役  

ヘンリー・

イー・ジャス

キヴィッツ

1953年３月３日生

1985年３月 Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands,

Inc.）代表取締役会長

（注）３ －

1992年１月 同社代表取締役会長CEO（現任）

2012年６月 オンキヨー株式会社取締役（現任）

2012年11月 Gibson Holdings, Inc.代表取締役会長CEO

（現任）

2013年６月 当社取締役（現任）

取締役  
デビット・

ベリーマン
1952年１月７日生

1985年３月 Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands,

Inc.）代表取締役社長（現任）

（注）３ －2012年11月 Gibson Holdings, Inc.代表取締役社長（現

任）

2013年６月 当社取締役（現任）

取締役  
ソロモン・

ピチオート
1953年10月２日生

1979年８月 Republic National Bank of New York

（現：HSBC Bank USA）入社

（注）３ －

2001年12月 Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands,

Inc.）取締役

2005年５月 Precision Asset Management COO

2006年８月 M. Safra & Co. Treasurer

2013年５月 Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands,

Inc.）取締役（現任）

2013年６月 当社取締役（現任）

2015年１月 SPNY Capital LP Treasurer（現任）

取締役  

ブルース・

エイ・ミッ

チェル

1955年４月16日生

1996年12月 CompBenefits Corporation Executive Vice

President, General Counsel and Corporate

Secretary

（注）３ －
 （1997年９月～1998年６月　同社CFO兼務）

2009年10月 Gibson Guitar Corp. （現：Gibson Brands,

Inc.）Executive Vice President, General

Counsel and Corporate Secretary（現任）

2016年６月 当社取締役（現任）

取締役  
ベンソン・

ケイ・ウー
1954年11月21日生

1999年９月 Metris Companies Inc. CFO & Senior Vice

President, Business Development

（注）３ －

2003年９月 Trimas Corporation CFO

2005年９月 Tower Automotive Inc. Vice President &

Treasurer

2007年７月 Prestolite Electric inc. Executive Vice

President & CFO

2014年６月 Rayonier Advanced Materials Inc. Senior

Vice President & CFO

2015年12月 Gibson Brands, Inc. CFO（現任）

2016年６月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役  

ジェラール・

エル・ジェ

イ・ダン

ジュー

1968年９月24日生

1995年４月 Group Bic Global Product Manager

（注）３ －

2003年９月 Newell Rubbermaid Sales and Marketing

Manager

2008年９月 同社Vice President BU EMEA

2013年12月 Jarden Consumer Solutions Director of

Marketing EMEA

2014年10月 Gibson Brands, Inc. EMEA President

2016年１月 同社Executive Vice President（現任）

2016年６月 当社取締役（現任）

取締役

(監査等委員)
 牧 野 信 明 1949年３月27日生

1971年４月 当社入社

（注）４ 49

1981年６月 当社経理部財務課長

2006年６月 当社内部監査室長

2008年６月 当社常勤監査役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

取締役

(監査等委員)
 原　琢 己 1971年８月11日生

2000年４月 弁護士登録

（注）４ －

2000年４月 阿部・井窪・片山法律事務所入所

2001年10月 安井総合法律事務所入所（現在に至る）

2011年６月 当社監査役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

取締役

(監査等委員)
 坂 口 洋 二 1972年７月24日生

1996年４月 中央監査法人入所

（注）４ －

1999年１月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際

税務事務所入所

2000年11月 公認会計士登録

2001年９月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証

券会社東京支店入社

2005年10月 坂口洋二公認会計士事務所所長

2006年５月 税理士登録

2006年10月 AIGジャパン・パートナーズ株式会社入社

2012年10月 坂口洋二公認会計士・税理士事務所所長（現

任）

2013年６月 当社監査役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

  計     250

（注）１　2016年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監

査等委員会設置会社に移行しております。

２　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　牧野信明　委員　原琢己　委員　坂口洋二

６　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」

及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含ん

でいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

７　当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開

催される取締役会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の９氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長兼事業推進部長　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長兼音響機器事業部ミュージックインダストリービジネスユニット長兼事業企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当兼知的財産法務部長　　　　　　　林健二

執行役員　音響機器事業部コンシューマーオーディオビジネスユニット長　大島洋

執行役員　人事戦略担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケビン・レイノルズ

執行役員　ＳＣＭ本部長兼管理部長兼品質保証部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　マーケティング本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東奈津子
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

（考え方）

　ティアックグループは、企業は株主をはじめ地域社会を含むすべてのステークホルダーとの協調により成り立つ

との基本認識に立ち、法令や規制を遵守し、継続してグループ全体の企業価値を向上させていくため、コーポレー

ト・ガバナンスの充実、強化に努め、経営、執行、監査の体制整備を進めております。

 

（組織形態）

　当社は、2016年６月21日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

 

（取締役会）

　当社の取締役会は、2016年６月21日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名及び監査等委員であ

る取締役３名（うち社外取締役２名）の計11名で構成され、経営上の最高意思決定機関として、当社グループの経

営方針と最重要案件の審議、決裁を行っております。

　また、取締役会は、原則として３ヵ月に１回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会も行っております。

 

（監査等委員会）

　当社の監査等委員会は、2016年６月21日現在監査等委員３名（うち社外取締役２名）で構成されております。監

査等委員は取締役会のほか社内の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観

点から監査を行うこととしております。

　なお、監査等委員会は、原則として月１回開催いたします。

 

（会計監査人）

　当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任 あずさ監査法人に依頼しております。適宜報

告会を開催し、監査法人から監査等委員会へ、監査計画の説明、期中、期末監査結果を報告、内部統制に関する検

討事項などに関しての報告をするとともに、意見交換を行うこととしております。

 

（内部監査）

　当社の内部監査は、内部監査室が中心となって進めております。内部監査室は、毎期初に取締役会の承認を受け

た監査計画に基づいて、事業部、財務部、及び国内子会社、海外子会社を対象に、コンプライアンス、財務報告、

リスク管理状況などを重点項目として監査を行っております。

　また、内部監査室は、監査等委員会に対し、年度監査計画の説明を行い、四半期毎に監査等委員会において監査

実施状況の報告を行うこととしております。

　常勤の監査等委員は内部監査室と協働監査を行う等、日常的に双方向の情報交換を行うこととしております。

 

（執行役員）

　当社は、権限と責任の明確化と、意思決定及び業務執行の迅速化を実現するため、経営の意思決定と業務執行の

分離を目指し、執行役員制度を導入しております。

 

（社内委員会）

　当社は、全社組織にまたがる経営課題に取組むために、ビジネスリスクマネジメント委員会、内部統制委員会等

の社内委員会を設置しております。

 

（現状の体制を採用している理由）

　当社は、2016年６月21日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が

決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移

行は監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能の強化を図るとともに、

コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指すものであります。
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（内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況）

　当社は、業務の適正を確保するための体制の整備のための内部統制システム構築の基本方針を、2015年４月24日

開催の取締役会において一部改定し、現行の「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりとなっておりま

すが、2016年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委

員会設置会社に移行しており、監査等委員会設置会社に対応した改定版を現在検討中であります。近日中に改定を

実施いたします。

 

(イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１）取締役は、株主総会、取締役会及び関連資料等、取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程

に基づき、保存・管理を行っています。

２）取締役社長は、上記情報の保存及び管理の監視・監督責任者として、必要に応じて取締役、監査役、会計監

査人等が閲覧できるよう保存期間管理しています。

 

(ロ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）当社及び当社子会社（以下「当社企業グループ」という。）は、損失の危険の管理を統括する組織として、

取締役社長を監視・監督責任者とする「ビジネスリスクマネジメント委員会」を設け、当社企業グループの

リスクマネジメント業務を統括するとともに、当社企業グループ横断的な視点からリスクマネジメントの基

本方針、その他重要事項の決定を行っています。

２）「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループに内在するリスクを把握、分析、評価した上

で適切な対策を実施するとともに、当社企業グループのリスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直し

を行います。当社企業グループは平時においては、当社各部門及び各子会社においてそのリスクの洗い出し

を行い、そのリスクの軽減化に取り組むとともに、有事においては「危機管理規程」に従い、当社企業グ

ループ全体として対応することとしています。

 

(ハ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）当社は、定時取締役会、臨時取締役会により、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う

とともに、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役、監査役、執行役員等が出席

する経営執行会議を開催し、当社企業グループの業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定

を機動的に行っています。なお、経営環境に機敏に対応するため、当社は取締役の任期を１年とし、あわせ

て業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員

制を導入しています。

２）当社企業グループの業務の運営について、取締役会は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予

算を立案し、当社企業グループの経営目標を設定します。各部門及び各当社子会社においては、その経営目

標達成に向け具体策を立案・実行し、重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとっており

ます。また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか、業績報告を通じて定期的に

チェックを行っています。

３）当社企業グループは、日常の業務の執行に際し、各レベルの責任者が職務権限の委譲に基づき、業務を遂行

する体制をとっております。

 

(ニ）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）当社企業グループは、「ビジネスリスクマネジメント委員会」にコンプライアンスを統括させています。コ

ンプライアンスの推進については、「ティアックグループコンプライアンス規程」を制定し、取締役・使用

人等が、コンプライアンスを重視して自らの業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導しています。

２）当社は公益通報者保護法に基づく「内部通報制度」により、取締役・使用人等が社内においてコンプライア

ンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気付いたときは、制度で定める「窓口部門」に通

報しなければならないと定めています。会社は通報者、通報内容について開示しないものとしています。各

当社子会社においても、同法若しくは適用される同種の法規、法規が無いときは同法を準用して、同等の内

部通報制度を運用しています。

３）また、「ティアックグループコンプライアンス規程」において、ティアックグループ社員は反社会的勢力・

団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を拒絶し、その活動を助長するような行為をしてはならな

い旨規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応することとしていま

す。
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４）当社企業グループは、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内

部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用していま

す。

 

(ホ）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１）当社企業グループでは、各社の取締役の職務の執行に係る情報について、取締役社長を監視・監督責任者と

して、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行い、必要に応じて当社取締役、監査役、内部監査室への閲

覧可能な状態とする体制を整備しています。

２）当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」が当社企業グループ全体のコンプライアンス・リスク管理

を統括・推進する体制とし、当社企業グループ各社のコンプライアンス・リスク管理教育、指導を行うとと

もに問題点の把握に努めています。

３）内部監査室は、当社及び当社企業グループの組織体制の整備及び業務の執行状況を評価し、経営改善のため

の提言を行うとともに、不適切な取引又は会計処理を防止します。

 

(ヘ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

１）当社は、現在は監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役がその職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めた場合、必要に応じて専任あるいは兼任の補助スタッフを置くこととします。

 

(ト）上記の使用人の取締役からの独立性及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１）監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事権に係わる事

項の決定には、監査役会の事前の同意を得るものとし、人事考課については、常勤監査役の意見を考慮して

行います。

２）監査役の職務を補助すべき使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮命令

に従う体制を整備します。

 

(チ）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

１）取締役は、当社取締役会規程に定める取締役会決議事項（法令に定められた事項、定款に定められた事項、

重要な業務に関する事項）並びに各取締役の職務の状況についての報告をするための体制をとります。

２）取締役、執行役員等は、当社企業グループの重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとり

ます。

３）取締役は、監査役の業務監査にあたり使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社企業グループの重要

な業務の執行状況についての報告をするための体制をとります。

４）内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希

望する場合は速やかに監査役に通知します。

５）監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、そ

の旨を取締役及び使用人に周知徹底します。

６）「ビジネスリスクマネジメント委員会」ほか経営執行会議下部組織は、監査役に定期的に報告をするための

体制をとります。

 

(リ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査内容につい

ての情報の交換が十分に行えるための体制をとります。

２）内部監査室は、監査役と定期的な情報の交換を行い、連携を図る体制をとります。

３）監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を

処理します。

 

（責任限定契約の内容の概要）

　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定

に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の

限度額は、金500万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
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②　内部監査及び監査等委員会監査

（内部監査及び監査等委員会監査の組織、人員及び手続き）

　当社は、内部監査機能の強化を図るため、内部監査室を設置しており、人員は2016年６月21日現在１名でありま

す。当社の監査等委員会は、2016年６月21日現在監査等委員３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、牧

野信明氏は当社グループ内の経理関連部門で経理経験を、坂口洋二氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、

それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

（内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係）

　監査等委員は内部監査室と定期的な情報の交換・連携を行い、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類

等の閲覧、内部監査室その他関係者の報告聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実施することとしてお

ります。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監

査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行うこととしております。その他「財務報告に係る内部統制の評

価及び監査」に関係して、立会い、会合を適宜行うこととしております。

 

③　社外取締役

　当社の2016年６月21日現在の社外取締役は２名であります。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点か

ら、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任してお

ります。

　なお、当社との人的関係、資本的関係はありません。同氏は当社の顧問弁護士が所長を務める法律事務所に所属

する弁護士でありますが、顧問弁護士契約は、事務所（団体）との契約ではなく、所長である弁護士一個人との契

約であり、また、顧問弁護士に対する報酬は多額には当たらないことから、当社グループとの間に重要な取引関係

その他の利害関係がないものと判断しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な

視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任

しております。

　なお、同氏の現在及び過去の兼職先と当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関

係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断

し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　当社では、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的

知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定す

るよう努めております。

　当社の社外取締役２名はいずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的又は

随時会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行うこととしております。これら

の活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行うこととしております。

　また、内部監査、会計監査と相互連結につきましては、上記（内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互

連携並びに内部統制部門との関係）に記載のとおりであります。
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④　当社のコーポレート・ガバナンス体制図（2016年６月21日現在）は以下のとおりです。
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⑤　役員の報酬等

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役
員の員数
（名）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
47 47 － － － 2

監査役

（社外監査役を除く。）
15 15 － － － 1

社外役員 22 22 － － － 5

 

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

 

ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

　2016年６月21日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議さ

れたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額は、年額170百万円以内（使用人兼務役員の使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報

酬額は、年額30百万円以内とすることを決議しております。

株主総会で承認された報酬額の範囲内で、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は取締役会の決

議により決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決

定しております。

 

⑥　株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 ６銘柄

貸借対照表計上額の合計額 136百万円

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

オンキヨー（株） 633,300 90 資本・業務提携

（注）　開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。

 

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

オンキヨー（株） 633,300 74 資本・業務提携

（注）　開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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⑦　会計監査の状況

　当連結会計年度末現在の会計監査人については、当社グループ会社全ての監査に対応できる海外ネットワークを

有している有限責任 あずさ監査法人が選任されております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及

び所属する監査法人名は以下のとおりであります。

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

指定有限責任社員　業務執行社員　西野　聡人
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　森部　裕次

会計監査業務に係わる補助者の構成　公認会計士10名、その他12名

 

⑧　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項の定めによる株主総会の特別決議要件について、株主総会における特別決議の定

足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑨　取締役の定数

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を４名

以内とする旨を定款で定めております。

 

⑩　取締役の選任の決議要件

　当社は、株主総会における取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を

もって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑪　株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

イ．自己の株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、企業環境の変化に対応し、自己の株式の取得を機動的に行うことを可能

とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨を定款で定めております。

ロ．取締役の責任免除

　当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役（取締役であっ

たものを含む）の会社法第423条第１項の賠償責任について会社法第426条第１項に定める要件に該当する場合に

は賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に

定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 49 65 75 39

連結子会社 － － － －

計 49 65 75 39

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

　当社の連結子会社であるティアック アメリカ, INC.を始めとする海外連結子会社５社は、当社の監査公認会計

士等と同一ネットワークであるKPMGの各国加盟事務所に対して、総額で監査証明業務に基づく報酬43百万円、非監

査業務に基づく報酬17百万円を支払っております。なお、非監査業務の内容は、主として税務申告補助業務等であ

ります。

 

当連結会計年度

　当社の連結子会社であるティアック アメリカ, INC.を始めとする海外連結子会社４社は、当社の監査公認会計

士等と同一ネットワークであるKPMGの各国加盟事務所に対して、総額で監査証明業務に基づく報酬45百万円、非監

査業務に基づく報酬９百万円を支払っております。なお、非監査業務の内容は、主として税務申告補助業務等であ

ります。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、米国会計基準に基づく監査業務、国

際財務報告基準（IFRS）に関するアドバイザリー業務及び合意された手続業務に対する報酬であります。

 

当連結会計年度

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、米国会計基準に基づく監査業務及び

合意された手続業務に対する報酬であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し、監査役会の同

意のもと適切に決定しております。なお、監査等委員会設置会社へ移行後は、監査等委員会の同意のもと決定いた

します。
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第５【経理の状況】
１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下、「連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に

準拠して作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以

下、「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお

ります。

 

(3）連結財務諸表規則等の改正（平成25年10月28日　内閣府令第70号）に伴い、IFRSによる連結財務諸表の作成が

認められることとなったため、当連結会計年度よりIFRSに準拠した連結財務諸表を作成しております。

 

(4）連結財務諸表は、百万円未満を四捨五入、財務諸表は、百万円未満を切り捨てにより表示しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2015年４月１日から2016年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）の財務諸表について、有限責

任　あずさ監査法人による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成するこ

とができる体制の整備について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修・セミナーへの

参加や会計専門誌の定期購読を行っております。

　IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把

握及び当社への影響分析を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準

拠したグループ会計方針を作成し、これに基づいて会計処理を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結財政状態計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
IFRS移行日

（2014年４月１日）
 

前連結会計年度
（2015年３月31日）

 
当連結会計年度末
（2016年３月31日）

資産       

流動資産       

現金及び現金同等物 ６ 3,176  2,826  2,524

営業債権及びその他の債権 ７ 5,269  4,576  3,923

棚卸資産 ８ 4,111  3,927  3,692

その他の金融資産 13 －  2  －

その他の流動資産  322  336  305

流動資産合計  12,878  11,666  10,443

非流動資産       

有形固定資産 ９,11 1,780  1,848  1,676

無形資産 10,11 576  608  634

持分法で会計処理されている投資 12 63  43  －

その他の投資 14 294  190  127

繰延税金資産 25 44  41  28

その他の金融資産 13 199  197  184

その他の非流動資産  817  55  30

非流動資産合計  3,774  2,983  2,679

資産合計  16,652  14,648  13,122

負債及び資本       

負債       

流動負債       

借入金等 16 2,405  2,320  2,458

営業債務及びその他の債務 15 1,759  1,877  1,632

引当金 18 808  696  674

未払法人所得税 25 16  13  10

その他の金融負債 20 1  －  29

その他の流動負債  1,280  1,111  980

流動負債合計  6,270  6,016  5,784

非流動負債       

借入金等 16 385  311  191

退職給付に係る負債 19 6,763  5,266  5,551

引当金 18 45  954  672

繰延税金負債 25 42  31  9

その他の非流動負債  118  28  112

非流動負債合計  7,353  6,590  6,536

負債合計  13,623  12,606  12,320

資本       

資本金 21 6,000  6,000  6,000

資本剰余金 21 74  74  74

自己株式 21 △109  △118  △119

利益剰余金 21 476  △1,265  △2,155

利益剰余金（IFRS移行時の

累積換算差額）
21 △3,430  △3,430  △3,430

その他の資本の構成要素 21 △17  742  386

親会社の所有者に帰属する持分合計  2,993  2,002  756

非支配持分  36  40  46

資本合計  3,029  2,043  802

負債及び資本合計  16,652  14,648  13,122
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②【連結損益計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

     

売上収益 5 20,434  20,455

売上原価 23 △12,711  △12,574

売上総利益  7,723  7,881

     

販売費及び一般管理費 23 △8,061  △7,750

その他の損益 23 △26  △1

個別開示項目前営業利益（△損失）  △363  129

個別開示項目 24 △1,039  △86

営業利益（△損失） 5 △1,403  43

     

金融収益 26 33  12

金融費用 26 △443  △200

金融費用純額  △410  △189

持分法による投資利益（△損失） 12 △20  14

税引前当期利益（△損失）  △1,832  △132

法人所得税費用 25 △33  △58

当期利益（△損失）  △1,865  △190

     

当期利益の帰属先：     

親会社の所有者  △1,870  △196

非支配持分  5  6

合計  △1,865  △190

     

１株当たり当期利益（△損失）     

基本的１株当たり

当期利益（△損失）（円）
28 △6.49  △0.68

希薄化後１株当たり

当期利益（△損失）（円）
 －  －
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③【連結包括利益計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

当期利益（△損失）  △1,865  △190

その他の包括利益     

純損益への組替えが禁止される項目     

確定給付負債（資産）の純額の再測定 19,27 128  △694

純損益への組替えが禁止される項目合計  128  △694

純損益への組替えが求められる項目     

在外営業活動体－為替換算差額 27 732  △329

売却可能金融資産 22,27 27  △26

純損益への組替えが求められる項目合計  759  △356

その他の包括利益（税引後）  887  △1,049

当期包括利益合計  △978  △1,239

     

当期包括利益の帰属先：     

親会社の所有者  △982  △1,245

非支配持分  5  6

合計  △978  △1,239
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④【連結持分変動計算書】

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

（単位：百万円）
 

 

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

利益剰余金
（IFRS移行
時の累積
換算差額）

その他の
資本の
構成要素

合計

2014年４月１日残高 6,000 74 △109 476 △3,430 △17 2,993 36 3,029

当期包括利益          

当期利益    △1,870   △1,870 5 △1,865

その他の包括利益      887 887  887

当期包括利益合計 － － － △1,870 － 887 △982 5 △978

自己株式の取得   △9    △9  △9

その他の資本構成要素から

利益剰余金への振替額
   128  △128 －  －

2015年３月31日残高 6,000 74 △118 △1,265 △3,430 742 2,002 40 2,043

 

当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

（単位：百万円）
 

 

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

利益剰余金
（IFRS移行
時の累積
換算差額）

その他の
資本の
構成要素

合計

2015年４月１日残高 6,000 74 △118 △1,265 △3,430 742 2,002 40 2,043

当期包括利益          

当期利益    △196   △196 6 △190

その他の包括利益      △1,049 △1,049  △1,049

当期包括利益合計 － － － △196 － △1,049 △1,245 6 △1,239

自己株式の取得   △1    △1  △1

その他の資本構成要素から

利益剰余金への振替額
   △694  694 －  －

2016年３月31日残高 6,000 74 △119 △2,155 △3,430 386 756 46 802
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

当期利益（△損失）  △1,865  △190

減価償却費及び償却費  426  448

金融収益及び金融費用  145  108

持分法による投資損益（△は益）  20  △14

法人所得税費用  33  58

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  1,396  270

棚卸資産の増減額（△は増加）  169  △17

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）  67  △294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  △1,443  △451

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）  909  △282

その他  △536  166

小計  △680  △197

利息及び配当の受取額  32  12

利息の支払額  △61  △82

法人所得税の支払額  29  △72

営業活動によるキャッシュ・フロー  △680  △339

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産及び無形資産の取得による支出  △369  △294

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  6  16

売却可能金融資産の売却による収入  317  240

事業譲渡による収入  356  208

その他  7  14

投資活動によるキャッシュ・フロー  316  183

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△は減少）  △174  93

長期借入金の返済による支出  △84  △82

リース債務の返済による支出  △72  △92

自己株式の取得による支出  △9  △1

その他  －  △18

財務活動によるキャッシュ・フロー  △339  △100

現金及び現金同等物に係る換算差額  352  △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △350  △302

現金及び現金同等物の期首残高  3,176  2,826

現金及び現金同等物の当期末残高 6 2,826  2,524
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【連結財務諸表注記】

１．報告企業

　ティアック株式会社（以下、当社）は、日本国に所在する企業であります。当社の登記されている本社の住所

は、ホームページ（http://www.teac.co.jp/jp/）で開示しております。当社の連結財務諸表は当社及び連結子会

社（以下、当社グループ）により構成されております。

　当社グループは、記録・再生におけるリーディング・カンパニーであり、音響機器、情報機器の分野にて世界

的に事業を展開しております。

　また、当社の親会社はギブソン ホールディングス,INC.であります。最終親会社はギブソンブランズ,INCであ

ります。

 

２．作成の基礎

(1）IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項

　当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第１条の２

に掲げる「特定会社」の要件を満たすことから、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第

93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。

　当社グループは、当連結会計年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）からIFRSを適用しており、当

連結会計年度の年次の連結財務諸表がIFRSにしたがって作成する最初の連結財務諸表であります。IFRSへの移

行日は2014年４月１日であり、当社はIFRS第１号「国際財務報告基準の初度適用」（以下、IFRS第１号）を適

用しております。

　当社グループの2016年３月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表は、2016年６月21日に取締役会に

よって承認されております。

 

(2）測定の基礎

　連結財務諸表は、連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されて

おります。

・デリバティブ金融商品は公正価値で測定されております。

・その他の包括利益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ金融資産は、公正価値で測定されておりま

す。

・退職給付に係る負債は、確定給付債務の現在価値から年金資産の公正価値を控除したものとして認識されて

おります。

 

(3）表示通貨及び単位

　連結財務諸表の表示通貨は日本円であり、特に注釈の無い限り百万円未満を四捨五入により表示しておりま

す。

 

(4）判断及び見積りの使用

　連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響

を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定することが義務づけられております。ただし、実際の業績はこれらの見

積りとは異なる場合があります。

　見積り及び基礎となる仮定は継続的に見直しており、会計上の見積りの修正は、修正した期間のみ影響を与

える場合は修正が行われた当該期間に認識し、修正した期間及び将来の期間の双方に影響を及ぼす場合には当

該期間及び将来の期間で認識しております。

　下記は将来に関する主要な仮定及び報告期間末における見積りの不確実性の要因となる主な事項であり、こ

れらは当期及び来期以降に資産や負債の帳簿価額に対して重大な調整をもたらすリスクを含んでおります。

・非金融資産の減損

・確定給付債務の測定

・引当金

・繰延税金資産の認識
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３．重要な会計方針

(1）連結の基礎

(a）企業結合

　当社グループは企業結合を、支配が当社グループに移転した時点で取得法を用いて会計処理しています。

通常、取得における譲渡対価は、識別可能純資産と同様に公正価値にて測定しています。当社グループは、

IFRS移行日（2014年４月１日）前に発生した企業結合について、IFRS第３号を遡及適用しないことを選択し

ております。

 

(b）子会社

　子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。企業への関与により生じる変動リター

ンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼ

す能力を有している場合、当社グループはその企業を支配しています。子会社の財務諸表は、支配開始日か

ら支配終了日までの間、連結財務諸表に含まれます。

　当社には所在する現地法制度上、親会社と異なる決算日が要請されている子会社があります。決算日の異

なる子会社としては、TEAC Mexico, S.A. de C.V.、Dongguan TEAC Electronics CO. LTD、TEAC Sales &

Trading (ShenZhen) CO., LTD.があり、これら子会社につきましては親会社の報告期間の末日として仮決算

を行い、当社の連結財務諸表に含めております。

 

(c）関連会社

　関連会社とは当社グループがその財務及び経営方針に対して重要な影響力を有しているものの、支配又は

共同支配は有していない企業をいいます。関連会社に対する持分は、持分法を用いて会計処理しています。

これらは、当初認識時に取引コストを含む取得原価で認識します。当初認識後、当社グループの重要な影響

を喪失する日まで、持分法適用会社の純損益及びその他の包括利益に対する持分が連結財務諸表に含まれま

す。

 

(d）非支配持分

　非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する比例的な取り分で測定されていま

す。

 

(e）支配の喪失

　当社グループが子会社への支配を喪失した場合、子会社の資産及び負債、子会社の関連する非支配持分及

び資本のその他の構成要素の認識を中止します。その結果生じた利得又は損失は、純損益で認識します。従

来の子会社に対する持分を保持する場合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定します。支配の喪失

を伴わない子会社に対する当社グループの持分の変動は、資本取引として会計処理しています。

 

(f）連結上消去される取引

　グループ内の債権債務残高及び取引、並びにグループ内取引によって発生した未実現利益及び費用は消去

しています。未実現損失についても、取引により資産に減損の証拠が無い限り消去を行っております。

 

(2）現金及び現金同等物

　現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に期限の到来する短期投資からなっております。

 

(3）外貨換算

(a）外貨建取引

　外貨建取引は取引日における為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。期末日に

おける外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しております。

　取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートを用いて換算しております。

　再換算又は決済により発生した換算差額は、その期間の金融収益及び金融費用で認識しております。
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(b）在外営業活動体

　在外営業活動体の資産及び負債は期末日の為替レートで、収益及び費用は平均為替レートで日本円に換算

しております。換算差額はその他の包括利益で認識しております。在外営業活動体が処分され支配を喪失す

る場合には、当該在外営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の損益として認識しております。

　なお、当社グループは、IFRS第１号の免除規定を採用し、移行日に存在していた累積換算差額を利益剰余

金に振り替えております。

 

(4）棚卸資産

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の額で測定されます。原価は、主として移動平

均法により算定されております。製品及び仕掛品の原価は、設計費、原材料費、直接労務費、その他の直接費

並びに正常生産能力等に基づき行われた製造間接費の配賦額から構成されています。正味実現可能価額は、通

常の事業過程における予想売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額で

す。

 

(5）有形固定資産

(a）認識及び測定

　有形固定資産は、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

で計上されています。取得原価には、その資産の取得に直接付随する全ての費用を含んでおります。有形固

定資産の処分損益は、純損益で認識しています。

 

(b）取得後の支出

　取得後の支出は、その支出に関連する将来の経済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高い場合

にのみ資産計上します。他の全ての修繕並びに維持にかかる費用は、発生時に純損益で認識されます。

 

(c）減価償却

　減価償却は、見積残存価額を差し引いた有形固定資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用い

て減額するように計算しています。リース資産は、リース契約の終了時までに当社グループが所有権を獲得

することが合理的に確実である場合を除き、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間で償却して

います。土地は償却していません。

 

　有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ３－50年

機械装置及び車両運搬具 ４－25年

工具、器具及び備品 ２－15年

 

　減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、各連結会計年度末に見直しを行い、必要に応じて見直しており

ます。

 

(6）無形資産

(a）ソフトウェア

　ソフトウェアは、原価モデルを適用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表

示しております。ソフトウェアは見積耐用年数（５年以内）にわたり定額法で償却しております。

 

(b）研究開発費

　研究活動に関する支出は、発生時に費用計上しております。開発活動による支出については、信頼性を

持って測定可能であり、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可

能性が高く、当社が開発を完成させ、当該資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有して

いる場合にのみ資産計上しております。これらの要件を満たさない開発費用は、発生時に費用計上しており

ます。資産計上された開発費用は当初認識後、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除して表示

し、使用可能となった時点から見積耐用年数（５年以内）にわたり定額法で償却することとしております。
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(7）減損

①　非デリバティブ金融資産

　「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類されない金融資産については、報告期間の末日ご

とに減損している客観的証拠の有無を検討しております。

　金融資産が減損しているという客観的証拠には、以下の項目が含まれます。

・発行者又は債務者の重大な財政状態の悪化

・利息又は元本支払の債務不履行又は遅滞

・発行者が破産又は財政的再編成を行う可能性が高い

・活発な市場の消滅

・金融資産からの見積キャッシュ・フローが著しく減少していることを示す観察可能なデータ

　株式に対する投資については、その公正価値が原価を著しく又は長期にわたり下回る場合も、減損の客観

的な証拠に含まれます。

（ｉ）償却原価で測定する金融資産

　当社は、金融資産の減損の客観的な証拠を、個々の資産ごとに検討するとともに全体としても検討し

ております。個々に重要な金融資産は、すべて個別に減損を評価しております。個々に重要な金融資産

のうち個別に減損する必要がないものについては、発生しているが識別されていない減損の有無の評価

を全体として実施しております。個々に重要でない金融資産は、リスクの特徴が類似するものごとにグ

ルーピングを行い、全体として減損の評価を行っております。全体としての減損の評価に際しては、債

務不履行の可能性、回復の時期、発生損失額に関する過去の傾向を考慮し、現在の経済及び信用状況に

よって実際の損失が過去の傾向より過大又は過少となる可能性を判断し、調整を加えております。

　償却原価で測定する金融資産の減損損失は、その金融資産の帳簿価額と、その資産の当初の実効金利

で割り引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として測定しております。当該資産の帳

簿価額は、直接に又は引当金勘定を通じて減額し、当該損失額は純損益として認識しております。減損

を認識した後に発生した事象により減損損失の額が減少した場合には、以前に認識した減損損失を純損

益として戻し入れることとしております。

 

（ⅱ）売却可能金融資産

　売却可能金融資産に対する減損損失は、資本の構成要素である売却可能金融資産の公正価値の純変動

に計上していた累積損失を純損益に振り替えて認識しております。その他の包括利益から純損益に振り

替えられる累積損失額は、取得原価と現在の公正価値との差額から、過去に純損益として認識済みの減

損損失を控除した額となります。

 

②　非金融資産

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く、当社グループの非金融資産の帳簿価額は、報告日ごとに減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積り減損テストを実

施しております。

　減損テスト実施の単位である資金生成単位については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフ

ローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位

としております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額

としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資

産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いております。

　全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社

資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額に基づき減損テストを実施しております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に認識しております。資金

生成単位に関連して認識した減損損失は、当該単位内の資産に対し、各資産の帳簿価額の比に基づき配分し

ております。

　過去の期間に減損損失を認識した資産又は資金生成単位については、過去の期間に認識した減損損失の戻

し入れの兆候の有無を判断しております。減損損失の戻し入れの兆候が存在する資産又は資金生成単位につ

いては、回収可能価額を見積り、回収可能価額が帳簿価額を上回る場合に減損損失の戻し入れを行うことと

しております。減損損失の戻し入れ後の帳簿価額は、減損損失を認識しなかった場合に戻し入れが発生した

時点まで減価償却又は償却を続けた場合の帳簿価額を上限としております。
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(8）リース

　リース契約開始時に、当社グループは、その契約がリースであるか否か、又はその契約にリースが含まれて

いるか否かを判断します。

　契約上、当社グループが実質的にすべてのリスク及び経済的便益を享受するリースをファイナンス・リース

として分類し、それ以外のリース取引はオペレーティング・リースに分類しております。

　ファイナンス・リースは、リース開始時の公正価値又は最低支払リース料総額の現在価値のいずれか低い金

額で資産計上しております。リース債務は、連結財政状態計算書の流動負債及び非流動負債に計上しておりま

す。金融費用は、負債残高に対して一定の利率となるように、リース期間にわたって各期に配分しておりま

す。

　オペレーティング・リースにおける支払額は、リース期間にわたって定額法により費用処理しております。

　変動リース料は、発生した期間の費用として認識しております。

 

(9）引当金

　引当金は、当社が過去の事象の結果として現在の債務を有しており、当該債務を決済するために経済的便益

をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認

識しております。

　貨幣の時間的価値の影響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた

現在価値により測定しております。

 

(a）製品保証引当金

　製品保証引当金は、過去の製品保証に係るデータを基に起こり得る結果と関連する発生可能性を加重平均

した額に基づき、対象となる物品を販売した時点で認識しています。

 

(b）資産除去債務

　資産の解体・除去費用、原状回復費用及び資産を使用した結果生じる支出に関して引当金を認識するとと

もに、当該資産の取得原価に加算しております。

 

(c）訴訟損失引当金

　係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。

 

(10）従業員給付

(a）確定給付制度

　確定給付制度の純債務額は、制度ごとに区別して、従業員が過年度及び当年度において提供したサービス

の対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額から、制度資産の公正価値を差し引くこ

とによって算定しております。

　割引率は、当社の債務と概ね同じ満期日を有する期末日の優良社債の利回りを使用しております。退職後

給付債務にかかる計算は、予測単位積増方式により行っております。

　当社は、確定給付債務の純額の再測定を、その他の包括利益で認識し、即時にその他の資本の構成要素か

ら利益剰余金に振り替えております。

 

(b）短期従業員給付

　短期従業員給付は、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用処理しておりま

す。当社が従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的もしくは推定的債務を負っ

ており、信頼性のある見積りが可能な場合に、支払われると見積られる額を負債として認識しております。
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(11）金融商品

　当社は、非デリバティブ金融資産を、貸付金及び債権と売却可能金融資産、非デリバティブ金融負債を償却

原価で測定される金融負債の区分に分類しています。

 

①　非デリバティブ金融資産及び非デリバティブ金融負債―認識及び認識の中止

　当社は、営業債権及びその他の債権は発生日、その他の金融資産及び金融負債は取引日に当初認識してお

ります。

　金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、又は、当該金融資産からの

キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡する取引において、当該金融資産の所有にかかるリスク

と経済価値のほとんどすべてを移転する場合には認識を中止しております。金融負債は、契約上の義務が免

責、取消、又は失効となった場合に、認識を中止しております。

 

②　非デリバティブ金融資産－測定

（ｉ）貸付金及び債権

　固定又は決定可能な支払金額を有する、デリバティブ以外の金融資産のうち、活発な市場での公表価

格がない営業債権及びその他の債権は、貸付金及び債権に分類されております。貸付金及び債権は、公

正価値に金融資産の取得に直接帰属する取引費用を加味して当初認識しております。当初認識後は、実

効金利法による償却原価により測定しております。

 

（ⅱ）売却可能金融資産

　デリバティブ以外の金融資産のうち、当初認識時に売却可能に指定されたもの、又は他のいずれの分

類にも該当しないものは売却可能金融資産に分類されます。売却可能金融資産は直接帰属する取引費用

も含めた公正価値で当初認識し、当初認識後は公正価値で測定し変動額をその他の包括利益の「売却可

能金融資産の公正価値の純変動」として認識します。ただし減損の客観的な証拠が認められる場合には

減損損失を純損益として認識します。配当金については、金融収益の一部として、純損益として認識し

ています。売却可能金融資産の認識を中止した場合、その他の包括利益に計上されている累積損益は純

損益に振り替えられます。

 

③　非デリバティブ金融負債－測定

　借入金を含む非デリバティブ金融負債は公正価値から金融負債の発行に直接帰属する取引費用を控除して

当初認識しております。当初認識後は、これらの金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しておりま

す。

 

④　資本

（ⅰ）普通株式

　当社が発行した資本性金融商品の発行に直接関連する費用は、資本の控除項目として認識しておりま

す。

 

（ⅱ）自己株式

　当初発行後に再取得した自己の資本性金融商品（自己株式）は、支払対価（株式の取得に直接起因す

る取引コストを含む）を、資本の控除項目として認識しております。自己株式を売却した場合、受取対

価を資本の増加として認識しております。

 

⑤　デリバティブ及びヘッジ活動

　為替変動リスクをヘッジするため、為替予約等のデリバティブを利用しておりますが、ヘッジ会計適用要

件を満たしていないためヘッジ会計を適用しておりません。これらデリバティブは、契約が締結された日の

公正価値で当初認識し、当初認識後は公正価値で再測定しております。デリバティブの公正価値の変動はす

べて純損益で認識しております。
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(12）収益認識

　収益は、物品の販売及びサービスの提供から受取る対価又は債権の公正価値から消費税もしくは同様の税

金、リベートもしくは割引及び内部売上高を差し引いた金額で計上されております。収益は以下のとおり認識

しております。

 

(a）物品の販売

　物品の販売による収益は、物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が顧客に移転し、物品に対する継

続的な管理上の関与がなく、その取引に関連する経済的便益が流入する可能性が高く、その取引に関連して

発生した原価と収益の金額を、信頼性を持って測定できる場合に認識しております。

　物品の所有に係るリスク及び経済価値の移転時期は個々の販売契約によって条件は異なりますが、通常は

物品が顧客に引き渡された時点や船積日等で収益を認識しております。

 

(13）金融収益及び金融費用

　金融収益は主として、受取利息及び受取配当金から、金融費用は主として実効金利法により計算された借入

金に対する支払利息から構成されております。

　受取利息は実効金利法に基づき発生時に認識しており、受取配当金は配当を受ける権利が確定した時点で認

識しております。借入費用は、適格資産の取得、建設又は製造に直接関連するものを除き、実効金利法により

費用として認識しております。

 

(14）個別開示項目

　当社グループでは、グループの経営成績に対する正しい理解に資するため、連結損益計算書の損益項目を個

別開示項目として表示することがあります。個別開示項目は金額に重要性がある、あるいは一過性の性格を

持っています。

 

(15）法人所得税

　法人所得税費用は、当期法人所得税費用と繰延税金費用から構成されています。これらは、企業結合に関す

るもの及び資本の部又はその他の包括利益で直接認識される項目を除き、純損益で認識しています。

 

（ｉ）当期法人所得税費用

　期末日時点において施行又は実質的に施行される法定税率及び税法を使用して算定する当期の課税所得

又は損失に係る納税見込額あるいは還付見込額の見積りに、前連結会計年度までの納税見込額あるいは還

付見込額の調整額を加えたものです。

 

（ⅱ）繰延税金費用

　繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務基準額との一時差異に対し

て認識しております。なお、次の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。

・のれんの当初認識において生じる将来加算一時差異

・企業結合以外の取引で、かつ会計上又は税務上いずれかの損益にも影響を及ぼさない取引における資産

又は負債の当初認識にかかる一時差異

・子会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予

見可能な期間内に一時差異が解消されない可能性が高い場合

・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予見可能な期間内に一時差異が解消されない可能

性が高い場合

　繰延税金資産及び負債は、期末日に施行又は実質的に施行される法律に基づいて一時差異が解消される

時点に適用されると予測される税率を用いて測定しております。繰延税金資産及び負債は、当期税金資産

及び負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ、法人所得税が同一の税務当局によって

同一の納税主体に課されている場合、又は異なる納税主体に課されているもののこれらの納税主体が当期

税金資産及び負債を純額ベースで決済することを意図している場合、もしくはこれら税金資産及び負債が

同時に実現する予定である場合に相殺しております。
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(16）１株当たり当期利益

　基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、各算定期間の自己株式を調整した

普通株式の加重平均発行済株式数で除して計算しております。希薄化後１株当たり当期利益は、加重平均発行

済株式数の算定において、希薄化効果を有するすべての潜在株式の影響を考慮することとしております。

 

(17）事業セグメント

　事業セグメントとは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成

単位の一つです。全ての事業セグメントの事業の成果は、個別にその財務情報が入手可能なものであり、かつ

各セグメントへの経営資源の配分及び業績の評価を行うために、マネジメントが定期的にレビューしておりま

す。

 

４．適用されていない基準書及び解釈指針

　連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、報告日現在において当

社が適用していない主なものは、以下のとおりです。適用による当社への影響は検討中であり、現時点で見積る

ことはできません。

基準書 基準名
強制適用時期

（以降開始年度）
当社適用年度 新設・改訂の概要

IFRS第９号 金融商品 2018年１月１日 2019年３月期 金融商品の分類、測定及び認識に係る改訂

IFRS第15号
顧客との契約から

生じる収益
2018年１月１日 2019年３月期

収益認識の会計処理に使用する単一の

フレームワークの提示

IFRS第16号 リース 2019年１月１日 2020年３月期 リースの定義及び会計処理の改訂
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５．セグメント情報

(1）報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営執行会議が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、本社にマーケット別の事業部を置き、各事業部は取り扱うマーケットについて国内及び海外の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従って、当社は事業部を基礎としたマーケット別セグメントから構成されており、「音響機器事業」、「情

報機器事業」の２つを報告セグメントとしております。

報告セグメント 事業の内容

音響機器事業
一般AV機器分野（TEACブランド）、高級AV機器分野（ESOTERICブランド）、音楽制作オーディオ

機器（TASCAMブランド）の製造販売

情報機器事業 航空機搭載用記録再生機器、医用画像記録再生機器、計測機器の製造販売

　当社グループの最高経営責任者は各事業単位の内部管理報告を毎月レビューしています。

 

(a）報告セグメントに関する情報

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至2015年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他 全社 合計
音響機器事業 情報機器事業 合計

外部顧客への売上収益 12,800 6,543 19,343 1,091 － 20,434

セグメント間の内部

売上収益又は振替高
     －

計 12,800 6,543 19,343 1,091 － 20,434

個別開示項目前営業利益

（△損失）
－ － － － － △363

個別開示項目 － － － － △1,039 △1,039

営業利益（△損失） 378 584 962 12 △2,378 △1,403

金融収益 － － － － － 33

金融費用 － － － － － △443

持分法による投資損益

（△損失）
－ － － － － △20

税引前当期利益

（△損失）
－ － － － － △1,832

法人所得税費用 － － － － － △33

当期利益（△損失） － － － － － △1,865

セグメント資産 5,334 3,264 8,598 300 5,750 14,648

減価償却費及び償却費 232 121 353 10 63 426

減損損失 － 24 24 － － 24

資本的支出 273 49 322 1 52 375
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当連結会計年度（自　2015年４月１日　至2016年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他 全社 合計
音響機器事業 情報機器事業 合計

外部顧客への売上収益 13,097 6,662 19,759 696 － 20,455

セグメント間の内部売

上収益又は振替高
     －

計 13,097 6,662 19,759 696 － 20,455

個別開示項目前営業利益

（△損失）
－ － － － － 129

個別開示項目 － － － － △86 △86

営業利益（△損失） 750 664 1,415 △28 △1,345 43

金融収益 － － － － － 12

金融費用 － － － － － △200

持分法による投資損益

（△損失）
－ － － － － 14

税引前当期利益

（△損失）
－ － － － － △132

法人所得税費用 － － － － － △58

当期利益（△損失） － － － － － △190

セグメント資産 5,338 2,624 7,962 196 4,964 13,122

減価償却費及び償却費 235 148 382 7 59 448

減損損失 2 10 12 － 29 41

資本的支出 144 78 221 1 148 370

（注）１　その他事業には生産子会社によるEMS事業が含まれておりますが、報告セグメントの定量的な基準値を満た

しておりません。

（注）２　セグメント損益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費及びその他の損益を控除したものであ

り、セグメント損益には、人事、法務、経理、財務、IR、経営企画、ファシリティ関連費用といった全社共

通費用は含まれておりません。
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(b）製品別情報

　報告セグメントに関する情報に同様の記載を開示しているため、記載を省略しております。

(c）地域別情報

　所在地別の売上収益及び非流動資産（金融商品、繰延税金資産除く）は以下のとおりです。なお、売上収

益は顧客の所在地によっております。非流動資産は資産の所在地によっております。

 

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至2015年３月31日）

（単位：百万円）

 日本 米大陸 欧州 アジア その他 合計

売上収益 9,964 5,626 2,718 1,955 171 20,434

非流動資産 1,743 45 24 743 － 2,554

 

 

当連結会計年度（自　2015年４月１日　至2016年３月31日）

（単位：百万円）

 日本 米大陸 欧州 アジア その他 合計

売上収益 9,911 5,541 2,897 1,916 190 20,455

非流動資産 1,732 9 29 570 － 2,340

 

(d）主要な顧客に関する情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結売上収益の10％以上を占める重要な単一顧客はありま

せん。
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６．現金及び現金同等物

　現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

現金及び現金同等物    

現金及び預金 3,181 2,832 2,530

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △5 △6 △6

連結財政状態計算書における現金及び

現金同等物
3,176 2,826 2,524

　移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の

残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。

 

７．営業債権及びその他の債権

　営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

受取手形 590 590 364

売掛金 4,453 3,156 3,021

その他 293 881 573

控除：貸倒引当金 △67 △52 △35

合計 5,269 4,576 3,923

 

８．棚卸資産

　棚卸資産の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

商品及び製品 2,958 2,352 2,668

仕掛品及び原材料 1,153 1,575 1,024

合計 4,111 3,927 3,692

 

　当連結会計年度に正味実現可能価格まで評価減した棚卸資産の金額は前連結会計年度104百万円、当連結会計年

度48百万円です。

　評価減した金額は売上原価に含まれております。

　担保に供されている棚卸資産はありません。
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９．有形固定資産

(1）有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、及び帳簿価額は以下のとおりです。

〔取得原価〕

（単位：百万円）
 

 土地
建物及び
構築物

機械装置及び
車両運搬具

工具、器具
及び備品

計

移行日残高 645 2,881 930 2,600 7,056

取得 － 12 1 358 371

処分 － △76 △231 △394 △700

為替換算差額 － 50 131 209 390

その他 － － △24 24 －

前連結会計年度末残高 645 2,868 807 2,796 7,116

取得 － 26 10 219 256

処分 － △1 △103 △794 △898

為替換算差額 － △132 △56 △259 △447

その他 － － － △1 △1

当連結会計年度末残高 645 2,762 659 1,961 6,025

 
〔減価償却累計額及び減損損失累計額〕

（単位：百万円）
 

 土地
建物及び
構築物

機械装置及び
車両運搬具

工具、器具
及び備品

計

移行日残高 － △2,343 △724 △2,209 △5,276

減価償却費 － △31 △51 △234 △316

減損損失 － △24 － － △24

処分 － 50 227 387 663

為替換算差額 － △26 △102 △188 △316

その他 － － 22 △22 －

前連結会計年度末残高 － △2,375 △629 △2,265 △5,269

減価償却費 － △30 △43 △263 △335

減損損失 － △10 － △18 △28

処分 － 0 85 779 864

為替換算差額 － 125 57 239 421

その他 － － － － －

当連結会計年度末残高 － △2,289 △530 △1,530 △4,350

 
〔帳簿価額〕

（単位：百万円）
 

 土地
建物及び
構築物

機械装置及び
車両運搬具

工具、器具
及び備品

計

移行日残高 645 538 206 391 1,780

前連結会計年度末残高 645 493 178 531 1,848

当連結会計年度末残高 645 472 128 431 1,676

（注１）減価償却費は、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。

（注２）減損損失は「その他の損益」に含めて計上しております。
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(2）リース資産

　有形固定資産に含まれているリース資産の帳簿価額は以下のとおりです。

（単位：百万円）

 
機械装置及び
車両運搬具

工具、器具及び備品 計

移行日残高 37 161 198

前連結会計年度末残高 28 202 230

当連結会計年度末残高 27 166 193
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10．無形資産

　無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減、及び帳簿価額は以下のとおりです。

〔取得原価〕

（単位：百万円）
 

 ソフトウエア その他 計

移行日残高 485 424 909

取得 99 22 121

処分 △3 － △3

為替換算差額 20 9 29

その他 － △8 △8

前連結会計年度末残高 601 447 1,048

取得 170 25 195

処分 △10 － △10

為替換算差額 △15 △41 △56

その他 － － －

当連結会計年度末残高 746 431 1,177

 

〔償却累計額及び減損損失累計額〕

（単位：百万円）
 

 ソフトウエア その他 計

移行日残高 △304 △29 △333

償却費 △101 △9 △110

減損損失 － － －

処分 0 － 0

為替換算差額 4 － 4

その他 － － －

前連結会計年度末残高 △401 △38 △440

償却費 △95 △19 △114

減損損失 △12 － △12

処分 7 － 7

為替換算差額 16 － 16

その他 － － －

当連結会計年度末残高 △486 △57 △543

 

〔帳簿価額〕

（単位：百万円）
 

 ソフトウエア その他 計

移行日残高 181 395 576

前連結会計年度末残高 200 408 608

当連結会計年度末残高 260 374 634
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11．減損損失

　当社は減損損失を、前連結会計年度24百万円、当連結会計年度41百万円計上しております。減損損失は連結損

益計算書のその他の損益に含まれております。

 

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

　減損損失の主な内訳は、ティアックエレクトロニクス(M)Sdn.Bhd.の建物について計上した24百万円でありま

す。

　概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位でグルーピングを行っており、回収可

能価額は使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか高い金額としております。

　減損損失は、建物の時価下落により当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。

 

当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

　減損損失の主な内訳は、MIビジネスユニットの器具備品、型、及びソフトウェアに関し計上した２百万円、

子会社であるティアックアメリカ，INC.の器具備品、ソフトウェアに関し計上した29百万円、ティアックエレ

クトロニクス(M)Sdn.Bhd.の建物に関し計上した10百万円であります。

　概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位でグルーピングを行っており、原則と

してビジネスユニットを資金生成単位とし、回収可能価額は使用価値により算定しております。

　減損損失は、MIビジネスユニットおよびティアックアメリカ，INC.における収益性の低下等により当該資産

の帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。

　使用価値は、経営者が承認した中期事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を用いて算定してお

ります。割引率は、資金生成単位の税引前の加重平均資本コストを基礎に算定された10.9％を使用しておりま

す。

 

12．持分法で会計処理されている投資

　関連会社に関する情報は次のとおりであります。

 

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

持分法で会計処理されている投資の帳簿価額 63 43 －

 

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

持分法による投資利益（△は損失） △20 14

持分法適用会社におけるその他の包括利益に

対する持分
－ －

当期包括利益合計 △20 14

 

　持分法適用関連会社について、2015年６月30日付で当社の持株比率が低下した事に伴い、持分法の適用から除

外しております。
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13．その他の金融資産

　その他の金融資産の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

敷金・差入保証金 180 179 165

破産・更生債権 253 177 175

貸倒引当金 △234 △158 △156

デリバティブ資産 － 2 －

合計 199 199 184

流動 － 2 －

非流動 199 197 184

 

14．その他の投資

　その他の投資の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

投資有価証券 282 177 117

その他 12 13 11

合計 294 190 127

 

15．営業債務及びその他の債務

　営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

支払手形 396 364 320

買掛金 1,065 1,265 996

その他 297 248 316

合計 1,759 1,877 1,632
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16．借入金等

(1）借入金等の内訳及び契約条項は以下のとおりです。

（単位：百万円）

 
返済期日

（平均利率）
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

短期借入金
－

（年2.59％）
2,262 2,153 2,290

１年以内に返済予定のリース債務
－

（年3.86％）
59 85 87

１年以内に返済予定の長期借入金
－

（年3.87％）
84 82 81

長期借入金
2017～2019年

（年1.45％）
239 157 76

リース債務（１年以内に返済予定

のものを除く）

－

（年3.52％）
145 154 115

合計  2,790 2,631 2,649

（注）　返済期限及び平均利率は当連結会計年度時点のものです。

 

　当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、3,300百万円（当連結会計年度末において2,300

百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。

　なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の

財政状態計算書（指定国際会計基準により作成されたものをいう。)（但し、借入人は借入人の各年度の決算

期の末日における連結の財政状態計算書を作成する。）における資本合計の部の金額を、15億円以上の金額

にそれぞれ維持することを確約する。

(2) 借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算

書上の「個別開示項目前営業利益」に「金融収益」を加算し、「金融費用」を控除し、「持分法による投資

損益」を加算し、一過性損益（日本国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準じて、特別利

益として計上されるもののうち、借入人の連結損益計算上において個別開示項目として計上されない金額か

ら、日本国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準じて、特別損失として計上されるものの

うち、借入人の連結の損益計算書上において個別開示項目として計上されない金額を控除した金額）を控除

した金額に関して、それぞれ負の値としないことを確約する。

　その他、親会社との資本業務提携関係を維持すること、東京証券取引所市場第一部上場を維持すること等

の制限が設けられております。

　当社グループは、当連結会計年度において資本合計の金額が1,500百万円を下回ったことにより、当連結会

計年度末において当社が取引金融機関等との間で締結しているシンジケートローン契約（2016年３月31日現

在の連結財政状態計算書計上額2,269百万円）の財務制限条項に抵触することとなりましたが、当該事象又は

状況を解消すべく資金計画を策定し、取引金融機関等に対しシンジケートローン契約の財務制限条項の適用

免除について協議を行いました。その結果、全貸付人より期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を

得ております。
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17．リース

(a）ファイナンス・リース取引

　将来の最低支払リース料及び最低支払リース料の現在価値は以下のとおりです。

（単位：百万円）

 

将来の最低支払リース料総額 将来の最低支払リース料総額の現在価値

IFRS移行日
（2014年
４月１日）

前連結
会計年度

（2015年
３月31日）

当連結
会計年度

（2016年
３月31日）

IFRS移行日
（2014年
４月１日）

前連結
会計年度

（2015年
３月31日）

当連結
会計年度

（2016年
３月31日）

１年以内 61 88 90 59 85 87

１年超５年以内 147 160 120 143 154 115

５年超 2 － － 2 － －

合計 210 247 210 204 239 202

控除－金利 6 9 8 － － －

将来の最低支払リース料

総額の現在価値
204 239 202 204 239 202

 

(b）オペレーティング・リース取引

　解約不能オペレーティングリース契約にかかる将来の最低リース料総額は以下のとおりです。

（単位：百万円）

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

１年以内 41 40 20

１年超５年以内 51 22 18

５年超 － － －

合計 92 62 38
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18．引当金

　当連結会計年度における引当金の増減は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
有給休暇
引当金

賞与引当金
製品保証
引当金

資産除去債務
訴訟損失
引当金

合計

期首残高 369 212 114 45 909 1,650

増加額 382 184 107 － － 674

目的取崩による減少額 369 212 114 － 217 913

割引計算による利息費用 － － － 1 － 1

その他 － － － － 65 65

期末残高 382 184 107 46 626 1,346

流動 382 184 107 － － 674

非流動 － － － 46 626 672
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19．従業員給付

確定給付型制度

　当社は、確定給付型制度として確定給付企業年金制度（選択一時金制度を含む）を採用しております。給

付額は、従業員の勤続年数や給与水準等に基づき算定されております。以下の年金制度への拠出額は、賃金

及び給与の一定の比率により年金数理計算され、将来の年金給付に備えて積み立てられております。

 

　親会社及び一部の連結子会社は、企業年金基金による基金型年金制度に加入しております。企業年金基金

は、代議員会の決議を得て、受給資格、給付内容・方法、掛金負担等年金制度の内容を規定した企業年金規

約を定め、厚生労働大臣の認可を受けております。企業年金基金は、掛金の払込み及び積立金の管理等に関

して信託銀行や保険会社等と契約を締結し制度を運営し、年金資産の管理・運用を行うとともに、年金数理

計算や年金・一時金の支給業務を行います。

 

　企業年金基金は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実

にその業務を遂行しなければならず、自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって資産管理運

用契約を締結すること及び積立金の運用に関し特定の方法を指図することは禁止されております。

　前連結会計年度及び当連結会計年度の確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の変動は以下のとおりで

す。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 6,763 5,266

確定給付制度債務の現在価値の変動   

期首残高 11,445 11,131

当期勤務費用 189 173

利息費用 126 89

数理計算上の差異－財務上の仮定の

変更により生じた影響
409 558

数理計算上の差異－その他 △151 △56

在外営業活動体の換算差額 2 －

支払給付 △890 △536

期末残高 11,131 11,359

制度資産の変動   

期首残高 4,682 5,865

利息収益 52 47

制度資産に係る収益（注１） 386 △192

事業主拠出 1,632 624

在外営業活動体の換算差額 2 －

支払給付 △890 △536

期末残高 5,865 5,808

退職給付に係る負債の期末残高 5,266 5,551

（注１）制度資産に係る収益には利息収益を含んでおりません。

（注２）当期勤務費用は「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」、利息費用（利息収益控除後の純額）は、金融費

用に計上しております。
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　確定給付制度債務の現在価値の算定に使用した重要な数理計算上の仮定（加重平均）は以下のとおりで

す。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

割引率 1.1～1.3％ 0.8～0.9％ 0.4～0.5%

　確定給付制度債務の加重平均デュレーションは、前連結会計年度末は12.9～14.7年、当連結会計年度末は

13.0～14.2年であります。

 

　他の仮定に変更がないとして、以下に示された割合で割引率が変動した場合、当連結会計年度末における

確定給付制度債務は以下のとおり変動します。感応度分析はその他の仮定に変更がないことを前提としてお

りますが、実際には他の仮定の変化が感応度分析に影響する可能性があります。

 

（単位：百万円）
 

割引率
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

0.5％増加 △677 △697

0.5％減少 752 775

 

当連結会計年度制度資産の公正価値

（単位：百万円）

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

活発な市場における公表市場価格があるもの    

株式 － － －

債券 730 658 727

その他 0 8 8

合計 730 666 735

活発な市場における公表市場価格がないもの    

合同運用信託（株式） 1,806 2,050 1,862

合同運用信託（債券） 1,487 2,068 2,121

生保一般勘定 659 1,081 1,090

その他 － － －

合計 3,952 5,199 5,073

 

 

　当社の投資の目標は、容認し得るリスクの範囲内で収益を最大化することにあります。当社の運用基本方

針では、収益を目指すことについてのリスクの負担に関しては、基金債務の特性、即ち給付設計・成熟度

（掛金収入に対する給付支出の相対的増大）・加入員の年齢構成・財政状態等の諸条件を総合的に勘案し、

また掛金率の変動に関しての事業主の支払負担力の限界等も十分に考慮した上で、許容し得るリスクの限界

を認識し、これを遵守しております。

　当社の国内制度の資産配分は、大きく２つの資産区分に分類されます。約32％を株式で運用し、約49％を

債券で運用し、その他が約19％であります。資産配分の方針の変更に関しては、運用目標（債務特性等）や

市場環境の大幅な変化等、従来の前提条件に大幅な修正が必要と考えられる事象が発生した場合には、基金

は、資産配分方針の変更を含む見直しを行います。

　翌連結会計年度の制度資産への予想拠出額は527百万円です。
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20．その他の金融負債

　その他の金融負債の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

デリバティブ負債 1 － 29

合計 1 － 29

流動 1 － 29

非流動 － － －

 

21．資本金及びその他の資本項目

（ア）資本金

　当社の発行可能株式総数及び発行済株式総数

 
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

発行可能株式総数（株）： 400,000,000 400,000,000

普通株式 289,317,134 289,317,134

発行済株式総数（株）：   

期首 289,317,134 289,317,134

期中増減 － －

期末 289,317,134 289,317,134

発行済株式総数に含まれる自己株式数（期末）

（株）
1,147,836 1,167,178

 

（イ）剰余金

①　資本剰余金

　会社法では、株式の発行に対しての払込又は給付に係る額の２分の１以上を資本金に組み入れ、残りは資

本剰余金に含まれる資本準備金に組み入れることが規定されております。資本準備金は株主総会の決議によ

り、資本金に組み入れることができます。

 

②　利益剰余金

　会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の１を、資本準備金及び利益剰余金に含まれ

る利益準備金の合計額が資本金の４分の１に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てること

が規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議を

もって、利益準備金を取り崩すことができます。

　親会社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準

拠して作成された親会社の会計帳簿上の利益剰余金の金額に基づいて算定されております。

 

（ウ）配当金

　該当ありません。
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（エ）その他の資本の構成要素

①　確定給付制度の再測定

確定給付制度に係る再測定による変動部分からなります。

 

②　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する売却可能金融資産の純変動

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する売却可能金融資産の認識が中止されるか減損されるまでに

生じた当該資産の公正価値の純変動額の累積額が含まれます。

 

③　在外営業活動体の換算差額

　在外営業活動体の財務諸表の換算から生じた為替換算差額からなります。

（単位：百万円）

 退職給付再測定

公正価値測定する

売却可能金融資産の

純変動額

在外営業活動体の

換算差額
合計

移行日

(2014年４月１日)
－ △17 － △17

増減 128 27 732 887

利益剰余金への振替 △128 － － △128

前連結会計年度

(2015年３月31日)
－ 10 732 742

増減 △694 △26 △329 △1,049

利益剰余金への振替 694 － － 694

当連結会計年度

(2016年３月31日)
－ △17 403 386
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22．金融商品

（ア）資本リスク管理

　当社グループの資本管理は、当社の成長と企業価値増大を実現するため、健全な財務体質維持と効率的な

資本構成の実現を方針としております。

　当社グループは有利子負債から現金及び現金同等物を控除したネット有利子負債を管理対象としており、

各数値は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

有利子負債 2,790 2,631 2,649

現金及び現金同等物 3,176 2,826 2,524

ネット有利子負債 △386 △195 125

 

　なお、当社グループに対し、外部から課せられる自己資本規制（会社法等の一般的な規制を除く）はあり

ませんが、シンジケートローンによるコミットメントライン契約における財務制限条項として、株主資本の

維持に係る制限が設けられています。

 

（イ）市場リスク管理

①　為替リスク

ａ）為替リスク管理

　当社グループは、販売活動を日本に加えて米国、欧州、アジア等その他地域にて、生産活動も相当部分

を中国にて行っているため、外貨建の業績、資産・負債が為替レートの変動の影響を受ける可能性があり

ます。

　当社グループは、外貨建の資産及び負債に対する外国為替レートの変動リスクを軽減することを目的と

して為替予約を締結しております。

 

ｂ）デリバティブ

　デリバティブの詳細

　当社グループは、外貨建債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則

として先物為替予約及び通貨オプションを利用しております。
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

 
契約残高
(百万円)

公正価値
(百万円)

契約残高
(百万円)

公正価値
(百万円)

契約残高
(百万円)

公正価値
(百万円)

通貨関連デリバティブ 228 △1 7 2 76 △29
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ｃ）為替変動リスクのエクスポージャー

　為替変動リスクのエクスポージャー（純額）は次のとおりであります。なお、エクスポージャーの金額

は、デリバティブ取引により為替変動リスクがヘッジされている金額を除いております。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

米ドル 611 796

ユーロ 485 231

 

ｄ）為替感応度分析

　各連結会計年度において、米ドル、ユーロ及び中国元に対して日本円が１％増加した場合の連結損益計

算書の営業利益に与える影響は以下のとおりです。計算にあたり使用した通貨以外の通貨の為替レートは

変動しないものと仮定しております。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

米ドル △24 △13

ユーロ 16 19

中国元 △8 △10

 

②　金利リスク

ａ）金利リスク管理

　借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は、変

動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

　当社グループでは、変動・固定金利のバランスを金融環境に応じて調整することにより、当該リスクを

管理しております。

 

ｂ）金利リスク感応度分析

　当社グループが決算日現在において保有する金融商品において、金利が１％上昇した場合の連結損益計

算書の税引前当期利益に与える影響は以下のとおりです。金利変動の影響を受ける金融商品を対象として

おり、為替変動の影響等その他の要因は一定であることを前提としております。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

税引前当期利益 18 24
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（ウ）信用リスク管理

　当社グループの営業活動から生じる債権は顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関し

て、当社は、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に従い、営業債権について、財務部が主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。営業債権の帳簿価額の合計額は信用リスクの最大エクス

ポージャーを表しております。

　当社グループは、期日を変更した債権も含めて回収が懸念される取引先の信用状態について、継続的にモ

ニターしております。そのモニターした信用状態に基づき、売上債権等の回収可能性を検討し、貸倒引当金

を設定しております。個別に重要でない営業債権については営業債権の区分ごとの貸倒実績率に基づき、個

別に重要な営業債権については個々の債権の回収可能性に基づき算定した金額により減損損失を計上するた

めに、貸倒引当金勘定を使用しております。

 

　貸倒引当金の増減

（単位：百万円）
 

移行日　残高 301

貸倒引当金繰入額 △14

目的使用 △75

為替レートによる影響 △2

前連結会計年度末　残高 210

貸倒引当金繰入額 △1

目的使用 △10

為替レートによる影響 △8

当連結会計年度末　残高 191

 

　減損が生じている営業債権及びその他の債権の残高は、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末

でそれぞれ82百万円、97百万円及び41百万円であり、これに対して設定した貸倒引当金はそれぞれ67百万

円、52百万円及び35百万円であります。

 

　減損は生じていないものの期日が経過している営業債権及びその他の債権の年齢分析は以下のとおりで

す。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

90日以内 60 64 62

90日超１年以内 － － －

１年超 － － －

合計 60 64 62
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（エ）流動性リスク管理

　当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金により調達しております。このため、資金調達環境の

悪化等により債務を履行できなくなるリスクにさらされております。流動性リスクに対しては、機動的かつ

安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。

 

　保証債務以外の金融負債（デリバティブ金融商品を含む）の期日別残高

（単位：百万円）
 

移行日
（2014年４月１日）

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・
フロー

１年内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

非デリバティブ金融負債         

営業債務及びその他の債務 1,759 1,759 1,759 － － － － －

借入金等(流動） 2,405 2,343 2,343 － － － － －

借入金等(非流動） 385 385 － 137 124 106 15 2

小計 4,549 4,486 4,102 137 124 106 15 2

デリバティブ負債         

通貨関連デリバティブ 1 1 1 － － － － －

合計 4,550 4,488 4,103 137 124 106 15 2

 

（単位：百万円）
 

前連結会計年度
（2015年３月31日）

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・
フロー

１年内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

非デリバティブ金融負債         

営業債務及びその他の債務 1,877 1,877 1,877 － － － － －

借入金等(流動） 2,320 2,167 2,167 － － － － －

借入金等(非流動） 311 311 － 156 129 20 6 －

合計 4,507 4,354 4,044 156 129 20 6 －
 

 

（単位：百万円）
 

当連結会計年度
（2016年３月31日）

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・
フロー

１年内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

非デリバティブ金融負債         

営業債務及びその他の債務 1,632 1,632 1,632 － － － － －

借入金等(流動） 2,458 2,468 2,468 － － － － －

借入金等(非流動） 191 191 － 142 30 15 4 －

小計 4,281 4,291 4,100 142 30 15 4 －

デリバティブ負債         

通貨関連デリバティブ 29 29 29 － － － － －

合計 4,311 4,321 4,130 142 30 15 4 －
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　当社グループはシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。このクレジッ

トラインの合計及び使用状況は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

コミットメントライン    

使用 2,200 2,000 2,300

未使用 1,800 2,000 1,000

合計 4,000 4,000 3,300
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（オ）金融商品の公正価値

　金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

資産       

現金及び現金同等物 3,176 3,176 2,826 2,826 2,524 2,524

償却原価で測定する金融資産       

営業債権その他の債権 5,269 5,269 4,576 4,576 3,923 3,923

その他の金融資産 199 199 197 197 184 184

公正価値で測定する金融資産       

その他の金融資産 － － 2 2 － －

その他の投資 294 294 190 190 127 127

合計 8,938 8,938 7,790 7,790 6,757 6,757

負債       

償却原価で測定する金融負債       

営業債務その他の債務 1,759 1,759 1,877 1,877 1,632 1,632

借入金等 2,790 2,790 2,631 2,631 2,649 2,649

公正価値で測定する金融負債       

その他の金融負債 1 1 － － 29 29

合計 4,550 4,550 4,507 4,507 4,311 4,311

（注）１　営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務

　営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務は、短期間で決済されることから、公正価値は帳

簿価格に近似しております。

２　その他の金融資産

　その他の金融資産は、主に敷金及び差入保証金であり、当初認識後に実効金利法による償却原価から減損

損失を控除した金額で測定しております。

３　その他の投資

　その他の投資は主に市場性のある有価証券であり、その公正価値は市場価格を用いて算定しております。

活発な市場を有しない金融資産や非上場有価証券の場合には、一定の評価技法等を用いて公正価値を算定し

ます。評価技法としては、最近における第三社間取引事例、実質的に同等な他の金融商品価格の参照、類似

公開会社比較法等を使用しております。

４　借入金等

　借入金、リース債務については、契約ごとの将来キャッシュ・フローから、類似の満期日の借入金に対し

て適用される期末借入金利を用いて割り引いた現在価値に基づいて算定しております。

５　その他の金融負債

　その他の金融負債は、為替予約等であり、これらの公正価値は、金融機関より入手した見積価格や、利用

可能な情報に基づく適切な評価方法により、算定しております。
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（カ）連結財政状態計算書において認識された公正価値の測定

　以下は金融商品を当初認識した後、公正価値で測定された金融商品の分析であります。分析に使用する公

正価値ヒエラルキーは、以下のように定義付られております。

 

レベル１・・・活発な市場における公正価値により測定された公正価値

レベル２・・・レベル１以外の、観察可能なインプットを直接、又は間接的に使用して算出された公正価

値

レベル３・・・観察不可能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

（単位：百万円）

移行日
（2014年４月１日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（資産）     

その他の投資     

売却可能金融資産 156 － 139 294

合計 156 － 139 294

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2015年３月31日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（資産）     

その他の投資     

売却可能金融資産 91 － 100 190

合計 91 － 100 190

（注）　前年連結会計年度において、公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２の間の重要な振替はありません。

（単位：百万円）

当連結会計年度
（2016年３月31日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（資産）     

その他の投資     

売却可能金融資産 75 － 53 127

合計 75 － 53 127

（注）　当連結会計年度において、公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２の間の重要な振替はありません。

 

EDINET提出書類

ティアック株式会社(E01932)

有価証券報告書

 80/117



 

　レベル３で公正価値測定を行っている売却可能金融資産の調整表は以下のとおりです。なお、売却可能金

融資産は主に株式で構成されております。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

期首残高 139 100

利得又は損失   

純損益 △91 △86

その他の包括利益 57 △16

売却 △6 －

その他 1 55

期末残高 100 53

 

当期末に保有する売却可能金融資産に関して

純損益に認識した利得又は損失（△）（純額）
△91 △86

 

　上記の「純損益」に含まれている利得又は損失は、「個別開示項目」に含まれております。なお、「その

他」には、持分法で会計処理されている投資から売却可能金融資産へ振り替えられた株式が含まれておりま

す。
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23．営業費用の性質別内訳

　営業費用（売上原価、販売費及び一般管理費、その他の損益の合計）の性質別内訳のうち、主要な費目は以下

のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

人件費 4,881 5,130

 

24．個別開示項目

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

個別開示項目（収益）   

ストレージデバイス事業譲渡益 68 －

売却可能金融資産の売却益 37 －

小計 105 －

個別開示項目（費用）   

売却可能金融資産の減損損失 △91 △86

訴訟損失引当金繰入額 △909 －

事業閉鎖に伴う特別退職金等 △145 －

小計 △1,144 △86

合計 △1,039 △86

前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

　ストレージデバイス事業譲渡益は当社のストレージデバイス事業を株式会社アルメディオに譲渡した事により発

生したものです。

　売却可能金融資産の減損損失は当社の保有する売却可能金融資産の公正価値下落に伴う評価損失です。

　訴訟損失引当金繰入額は、光ディスクドライブ装置のカルテル訴訟に関連して発生する費用に備えるため、今後

発生が見込まれる費用の額を計上したものです。当社及び当社の米国現地法人ティアックアメリカ, INC.は、2009

年11月３日に米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、光ディスクドライブ装置の価格カルテルを

行ったとする主張に基づき、KI,INC.を原告代表とする集団訴訟の提起を受け、その後、カナダの５州においても同

様の集団訴訟の提起を受けております。米国の集団訴訟において、2015年１月に原告のClass Certificationの再申

請が認められ、訴訟が進行したことに伴い、2015年３月期において、今後訴訟の解決までに発生する可能性の高い

関連費用を合理的に見積り、訴訟損失引当金繰入額を計上致しました。

　事業閉鎖に伴う特別退職金等は主に国内連結子会社の事業所閉鎖等に伴うものであります。

 

当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

　売却可能金融資産の減損損失は当社の保有する売却可能金融資産の公正価値下落に伴う損失です。
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25．法人所得税

　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 移行日残高
純損益を
通じて認識
（注）

その他の
包括利益に
おいて認識

前連結会計
年度末残高

純損益を
通じて認識
（注）

その他の
包括利益に
おいて認識

当連結会計
年度末残高

繰延税金資産：        

繰越欠損金 23 △6 － 17 △8 － 9

その他 21 3 － 24 △5 － 19

繰延税金資産合計 44 △4 － 41 △13 － 28

繰延税金負債：        

在外子会社留保利益 △13 △9 － △22 12 － △9

売却可能金融資産の

公正価値変動
△5 － 1 △5 － 5 －

その他 △24 20 － △4 4 － －

繰延税金負債合計 △42 11 1 △31 16 5 △9

（注）　純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものです。
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　当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税

所得に対して利用できる可能性が高いかどうかを考慮しております。最終的な繰延税金資産の実現は、一時的差

異が控除可能な期間及び繰越欠損金が利用できる期間における将来の課税所得の発生に依存します。当社グルー

プは、実現可能性の評価にあたり、繰延税金負債の実現予定時期、予想される将来の課税所得及び税務戦略を考

慮しております。過去の課税所得の水準及び繰延税金資産が控除可能な期間における将来の課税所得見込みに基

づき、当社グループは当連結会計年度末現在の認識された繰延税金資産は実現する可能性が高いと考えておりま

す。繰延期間における将来の見積課税所得が減少した場合には、実現する可能性が高いと考えられる繰延税金資

産は減少することになります。

 

　繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

繰越欠損金 11,581 16,592 15,433

将来減算一時差異 12,882 10,319 10,509

合計 24,462 26,911 25,942

 

　繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限

（単位：百万円）
 

 
移行日

（2014年４月１日）
前連結会計年度

（2015年３月31日）
当連結会計年度

（2016年３月31日）

１年目 357 420 265

２年目 360 283 1,251

３年目 242 1,271 345

４年目 1,281 345 255

５年目超 9,341 14,272 13,317

合計 11,581 16,592 15,433

 

　当期税金費用及び繰延税金費用の内訳

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

法人所得税費用：   

当期税金費用   

当期 44 58

過年度 △1 4

当期税金費用計 42 62

繰延税金費用   

一時差異の発生と解消 △9 △4

税率の変更 △0 △1

過年度未認識の繰越欠損金又は

一時差異の変動額
－ －

繰延税金費用計 △9 △4

法人所得税費用 33 58
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　親会社及び国内の連結子会社は、所得に対する種々の税金を課せられております。法定実効税率は、前連結会

計年度において35.64％、当連結会計年度において33.10％となっております。

 

　標準法定実効税率と実効税率との差異

 
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

標準法定税率 35.64％ 33.10％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △5.26％ △3.64％

過年度法人税額 0.07％ △3.16％

在外子会社留保利益 0.50％ △9.31％

在外連結子会社との税率差異 0.65％ 1.08％

未認識の税務上の繰越欠損金又は一時差異の

影響額
△18.29％ 11.59％

外国源泉税 － △19.15％

その他 △15.12％ △54.42％

実効税率 △1.81％ △43.91％

（注）　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が2016年３月29日に国会で成立し、2016年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等の引下げ等が行われることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使

用した32.3％から2016年４月１日に開始する連結会計年度及び2017年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見

込まれる一時差異等については30.9％に、2018年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差

異等については、30.6％となります。

　この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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26．金融収益及び金融費用

　金融収益及び金融費用の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

金融収益   

受取配当金 1 3

受取利息 32 8

合計 33 12

金融費用   

支払利息 199 120

支払手数料 － 68

為替差損 241 10

その他 3 2

合計 443 200
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27．その他の包括利益

　各年度の「その他の包括利益」に含まれる各包括利益項目別の当期発生額及び損益への組替調整額、並びに税

効果の影響は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

確定給付制度の再測定   

当期発生額 128 △694

税効果調整前 128 △694

税効果額 － －

確定給付制度の再測定　計 128 △694

売却可能金融資産の公正価値の純変動   

当期発生額 △36 △118

組替調整額 63 86

税効果調整前 26 △31

税効果額 1 5

売却可能金融資産の公正価値の純変動　計 27 △26

在外営業活動体の換算差額   

当期発生額 732 △348

組替調整額 － 18

税効果調整前 － △329

税効果額 － －

在外営業活動体の換算差額　計 732 △329

その他の包括利益合計 887 △1,049

 

　その他の包括利益に含まれる税効果調整額は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 

前連結会計年度
（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

税効果
調整前

税効果
税効果
調整後

税効果
調整前

税効果
税効果
調整後

確定給付制度の再測定 128 － 128 △694 － △694

売却可能金融資産の公正価値の純変動 26 1 27 △31 5 △26

在外営業活動体の換算差額 732 － 732 △329 － △329

その他の包括利益合計 887 1 887 △1,054 5 △1,049
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28．１株当たり当期利益（損失）

　基本的１株当たり当期利益（△損失）は以下のとおりです。

 
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

当期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属） △1,870百万円 △196百万円

基本的加重平均発行済普通株式数 288,212千株 288,159千株

基本的１株当たり当期利益（△損失） △6.49円 △0.68円

　なお、希薄化後１株当たり当期利益（△損失）については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

29．関連当事者

　当社グループの子会社は当社の関連当事者でありますが、子会社との取引は連結財務諸表上消去されているた

め、開示しておりません。

 

（ア）関連当事者間取引及び債権債務の残高

　当社グループは以下の親会社との取引を行っております。

 

　前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

（単位：百万円）
 

種類 名称 関連当事者関係の内容 取引金額 科目 未決済残高

親会社 Gibson Brands, Inc.
利息の受取 29 未収入金 757

特許権の売却 18 － －

 

　当連結会計年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

（単位：百万円）
 

種類 名称 関連当事者関係の内容 取引金額 科目 未決済残高

親会社 Gibson Brands, Inc.
利息の受取 7 未収入金 524

担保受入 812 － －

（注）１　利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２　担保受入は、親会社への未収入金に対する親会社の保有する動産の担保提供であります。

 

（イ）主要な経営幹部に対する報酬

　主要な経営幹部に対する報酬は、以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当連結会計年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

報酬 84 83

 

30．グループ企業

　当社の重要な子会社は「第１　企業の概況　４　関係会社の状況　（連結子会社）」に記載のとおりです。

 

31．後発事象

　該当ありません。
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32．IFRSへの移行に関する開示

　当社グループは、当連結会計年度からIFRSを適用しております。「３．重要な会計方針」は、当連結会計年度

（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）の連結財務諸表、前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　

2015年３月31日）の連結財務諸表及び移行日（2014年４月１日）の連結財政状態計算書を作成する上で適用され

ております。

 

（ア）IFRS第１号の免除規定

　IFRSでは、IFRSを初めて適用する企業に対して、原則として、IFRSで要求される基準を遡及して適用する

ことを求めております。ただし、IFRS第１号では、IFRSで要求される基準の一部について任意に免除規定を

適用することができるものを設けております。当社は、連結財務諸表を作成するに当たりIFRS第１号を適用

しております。これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS移行日において利益剰余金又はその他の資本の構

成要素において調整しております。

 

　当社が適用した主な任意の免除規定は以下のとおりです。

・企業結合

　IFRS第１号では、移行日前に生じた企業結合についてはIFRS第３号を遡及適用しないことを選択すること

ができます。当社は、移行日前に生じた企業結合については、IFRS第３号を適用しないことを選択しており

ます。

 

・みなし原価の使用

　IFRS第１号では、有形固定資産について移行日現在の公正価値を移行日現在のみなし原価として使用する

ことが認められております。当社は、一部の有形固定資産について、移行日現在の公正価値を移行日現在の

みなし原価として使用しております。

 

・在外営業活動体の換算差額

　IFRS第１号では、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することが

認められております。当社は、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなしておりま

す。

 

（イ）IFRS第１号の遡及適用に対する強制的な例外規定

　IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「ヘッジ会計」、「非支配持

分」及び「金融資産の分類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社は、これらの

項目について移行日より将来に向かって適用しております。
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（ウ）調整表

　移行日の連結財政状態計算書の作成にあたり、当社は日本基準に準拠し作成された連結財務諸表の金額を

調整しております。

　日本基準からIFRSへの移行が当社の連結財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響

は以下のとおりです。

 

移行日（2014年４月１日）の資本に対する調整

（単位：百万円）
 

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

資産            資産

流動資産            流動資産

現金及び預金  3,181  △5  －  3,176    現金及び現金同等物

受取手形及び売掛金  5,507  51  △289  5,269    営業債権及びその他の債権

商品及び製品  2,636  1,243  232  4,111    棚卸資産

原材料及び貯蔵品  1,166  △1,166  －  －     

前払費用  260  △260  －  －     

未収入金  293  △293  －  －     

繰延税金資産  34  △34  －  －     

その他  82  237  2  322    その他の流動資産

貸倒引当金  △67  67  －  －     

流動資産合計  13,093  △160  △55  12,878    流動資産合計

             

固定資産            非流動資産

有形固定資産合計  2,504  －  △724  1,780  ③  有形固定資産

無形固定資産合計  552  40  △16  576    無形資産

投資有価証券  406  △51  △61  294    その他の投資

繰延税金資産  1  34  9  44    繰延税金資産

破産更生債権等  253  △253  －  －     

敷金及び保証金  190  19  △10  199    その他の金融資産

長期未収入金  756  △756  －  －     

その他  62  731  25  817    その他の非流動資産

貸倒引当金  △234  234  －  －     

  －  63  －  63    
持分法で会計処理

されている投資

固定資産合計  4,490  62  △778  3,774    非流動資産合計

資産合計  17,583  △98  △833  16,652    資産合計
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日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

負債及び純資産            負債及び資本

負債            負債

流動負債            流動負債

支払手形及び買掛金  1,462  297  －  1,759    営業債務及びその他の債務

短期借入金  2,200  143  62  2,405    借入金等

１年内返済予定の

長期借入金
 84  △84  －  －     

リース債務  59  △59  －  －     

未払金  297  △297  －  －     

未払費用  1,094  △1,094  －  －     

未払法人税等  62  △46  －  16    未払法人所得税

繰延税金負債  6  △6  －  －     

賞与引当金  243  △243  －  －     

製品保証引当金  147  △147  －  －     

返品調整引当金  98  △98  －  －     

  －  452  356  808  ④  引当金

その他  217  △216  －  1    その他の金融負債

  －  1,294  △14  1,280    その他の流動負債

流動負債合計  5,968  △104  405  6,270    流動負債合計

             

固定負債            非流動負債

長期借入金  239  145  －  385    借入金等

リース債務  145  △145  －  －     

繰延税金負債  18  6  19  42    繰延税金負債

退職給付に係る負債  7,312  －  △549  6,763  ②  退職給付に係る負債

資産除去債務  11  △11  －  －     

  －  11  34  45    引当金

その他  210  －  △92  118    その他の非流動負債

固定負債合計  7,936  6  △589  7,353    非流動負債合計

負債合計  13,904  △98  △184  13,623    負債合計

             

純資産            資本

資本金  6,000  －  －  6,000    資本金

資本剰余金  307  －  △233  74    資本剰余金

利益剰余金  1,711  －  △1,235  476  ⑤  利益剰余金

  －  －  △3,430  △3,430  ⑤  
利益剰余金（IFRS移行時の

累積換算差額）

自己株式  △109  －  －  △109    自己株式

その他有価証券評価差額金  40  △40  －  －     

為替換算調整勘定  △3,469  －  3,469  －  ①   

退職給付に係る調整累計額  △862  －  862  －  ②   

  －  40  △57  △17    その他の資本の構成要素

  3,618  －  △624  2,993    
親会社の所有者に帰属する持

分合計

少数株主持分  61  －  △26  36    非支配持分

純資産合計  3,679  －  △650  3,029    資本合計

負債及び純資産合計  17,583  △98  △833  16,652    負債及び資本合計
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　主に以下の理由から日本基準とIFRSの資本の金額は相違しております。

 

①　在外営業活動体の換算差額

　IFRSでは、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することができ

ます。

　上記の結果、移行日現在のその他の包括利益累計額のうち、在外営業活動体の換算差額3,430百万円を全

額利益剰余金に振り替えております。

 

②　退職給付の調整

　確定給付債務の算定における、給付の勤務期間への帰属や割引率の計算方法が移行日時点で日本基準と

IFRSとで異なっております。また、日本基準においては数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益と

して認識し、一定年数にわたって償却することによって純利益への振り替えが行われておりますが、IFRS

では数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益として認識し即時に利益剰余金に振り替えておりま

す。その結果、IFRS移行日における確定給付債務の測定額の差額549百万円及び退職給付に係る調整累計額

862百万円を利益剰余金に振り替えております。

 

③　有形固定資産の公正価値評価

　IFRS適用にあたってIFRS第１号にあるみなし原価の免除規定を適用し、一部の有形固定資産について移

行日現在の公正価値を当該日現在のみなし原価としております。その結果、IFRS移行日における帳簿価額

の差額633百万円を利益剰余金に振り替えております。

 

④　有給休暇に係る債務の調整

　日本基準においては認識していない有給休暇に係る債務について、IFRSでは未消化の有給休暇について

負債認識しております。その結果、IFRSにおける引当金が356百万円増加しております。

 

⑤　利益剰余金に対する調整

 
移行日

（2014年４月１日）

 （単位：百万円）

在外営業活動体の換算差額（①参照） △3,430

退職給付の調整（②参照） △313

有形固定資産の公正価値評価（③参照） △633

有給休暇に係る債務の調整（④参照） △356

その他 52

小計 △4,681

税効果に係る調整 △10

非支配持分に係る調整 26

利益剰余金に対する調整合計 △4,666

 

⑥　連結財政状態計算書の表示組替

　IFRSの規定に準拠するために連結財政状態計算書について表示組替を行っておりますが、連結損益計算

書、連結包括利益計算書及び利益剰余金への影響はありません。連結財政状態計算書の表示組替の主な内

容は以下のとおりです。

 

１．日本基準では、繰延税金資産・繰延税金負債を流動資産・固定資産及び流動負債・固定負債に区分表

示しておりましたが、IFRSでは、流動資産・流動負債に表示することは認められていないため、すべて

非流動資産・非流動負債へ組み替えております。

２．IFRSの表示規定に基づき、持分法で会計処理されている投資を別掲しております。
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前連結会計年度（2015年３月31日）の資本に対する調整

（単位：百万円）
 

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

資産            資産

流動資産            流動資産

現金及び預金  2,832  △6  －  2,826    現金及び現金同等物

受取手形及び売掛金  3,988  770  △182  4,576    営業債権及びその他の債権

商品及び製品  2,138  1,553  236  3,927    棚卸資産

原材料及び貯蔵品  1,575  △1,575  －  －     

前払費用  284  △284  －  －     

未収入金  881  △881  －  －     

繰延税金資産  22  △22  －  －     

その他  79  △77  －  2    その他の金融資産

  －  334  2  336    その他の流動資産

貸倒引当金  △52  52  －  －     

流動資産合計  11,746  △136  56  11,666    流動資産合計

             

固定資産            非流動資産

有形固定資産合計  2,593  0  △746  1,848  ③  有形固定資産

無形固定資産合計  615  53  △59  608    無形資産

投資有価証券  220  △30  －  190    その他の投資

繰延税金資産  3  22  16  41    繰延税金資産

破産・更生債権  177  △177  －  －     

敷金及び差入保証金  185  19  △6  197    その他の金融資産

その他  65  △33  23  55    その他の非流動資産

貸倒引当金  △158  158  －  －     

  －  43  －  43    
持分法で会計処理

されている投資

固定資産合計  3,700  55  △772  2,983    非流動資産合計

資産合計  15,446  △82  △716  14,648    資産合計

             

負債及び純資産            負債及び資本

負債            負債

流動負債            流動負債

支払手形及び買掛金  1,629  248  －  1,877    営業債務及びその他の債務

短期借入金  2,000  167  153  2,320    借入金等

１年内返済予定の

長期借入金
 82  △82  －  －     

リース債務  85  △85  －  －     

未払金  248  △248  －  －     

未払費用  906  △906  －  －     

未払法人税等  61  △48  －  13    未払法人所得税

繰延税金負債  －  －  －  －     

賞与引当金  212  △212  －  －     

製品保証引当金  114  △114  －  －     

返品調整引当金  82  △82  －  －     

  －  366  330  696  ④  引当金

その他  180  915  15  1,111    その他の流動負債

流動負債合計  5,599  △82  499  6,016    流動負債合計
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日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

固定負債            非流動負債

長期借入金  157  154  －  311    借入金等

リース債務  154  △154  －  －     

繰延税金負債  26  －  4  31    繰延税金負債

退職給付に係る負債  5,267  －  △1  5,266    退職給付に係る負債

資産除去債務  11  △11  －  －     

訴訟損失引当金  909  △909  －  －     

  －  920  34  954    引当金

その他  120  －  △92  28    その他の非流動負債

固定負債合計  6,644  －  △54  6,590    非流動負債合計

負債合計  12,243  △82  444  12,606    負債合計

純資産            資本

資本金  6,000  －  －  6,000    資本金

資本剰余金  307  －  △233  74    資本剰余金

利益剰余金  423  －  △1,689  △1,265  ⑤  利益剰余金

  －  －  △3,430  △3,430  ⑤  
利益剰余金（IFRS移行時の

累積換算差額）

自己株式  △118  －  －  △118    自己株式

その他有価証券評価差額金  10  △10  －  －     

為替換算調整勘定  △2,738  △734  3,472  －  ①   

退職給付に係る調整累計額  △748  －  748  －  ②   

  －  △6  748  742    その他の資本の構成要素

  3,136  △750  △386  2,002    
親会社の所有者に帰属する

持分

少数株主持分  67  －  △26  40    非支配持分

純資産合計  3,202  △750  △412  2,043    資本合計

負債及び純資産合計  15,446  △832  32  14,648    負債及び資本合計
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　主に以下の理由から日本基準とIFRSの資本の金額は相違しております。

 

①　在外営業活動体の換算差額

　IFRSでは、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することができ

ます。

　上記の結果、移行日現在のその他の包括利益累計額のうち、在外営業活動体の換算差額3,430百万円を全

額利益剰余金に振り替えております。

 

②　退職給付の調整

　日本基準においては数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益として認識し、一定年数にわたって

償却することによって純利益への振り替えが行われております。IFRSでは数理計算上の差異は発生時にそ

の他の包括利益として認識し即時に利益剰余金に振り替えております。その結果、退職給付に係る調整累

計額748百万円を利益剰余金に振り替えております。

 

③　有形固定資産の公正価値評価

　IFRS適用にあたってIFRS第１号にあるみなし原価の免除規定を適用し、一部の有形固定資産について移

行日現在の公正価値を当該日現在のみなし原価としております。その結果、IFRS移行日における帳簿価額

の差額633百万円を利益剰余金に振り替えております。

 

④　有給休暇に係る債務の調整

　日本基準においては認識していない有給休暇に係る債務について、IFRSでは未消化の有給休暇について

負債認識しております。その結果、IFRSにおける引当金が330百万円増加しております。

 

⑤　利益剰余金に対する調整

 （2015年３月31日）

 （単位：百万円）

在外営業活動体の換算差額（①参照） △3,430

退職給付の調整（②参照） △748

有形固定資産の公正価値評価（③参照） △633

有給休暇に係る債務の調整（④参照） △330

その他 △16

小計 △5,157

税効果に係る調整 12

非支配持分に係る調整 26

利益剰余金に対する調整合計 △5,119

 

⑥　連結財政状態計算書の表示組替

　IFRSの規定に準拠するために連結財政状態計算書について表示組替を行っておりますが、連結損益計算

書、連結包括利益計算書及び利益剰余金への影響はありません。連結財政状態計算書の表示組替の主な内

容は以下のとおりです。

 

１．日本基準では、繰延税金資産・繰延税金負債を流動資産・固定資産及び流動負債・固定負債に区分表

示しておりましたが、IFRSでは、流動資産・流動負債に表示することは認められていないため、すべて

非流動資産・非流動負債へ組み替えております。

２．IFRSの表示規定に基づき、持分法で会計処理されている投資を別掲しております。
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前連結会計年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）の包括利益に対する調整

（単位：百万円）
 

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

売上高  20,328  △103  209  20,434  ①  売上収益

売上原価  △12,540  △24  △147  △12,711  ①  売上原価

売上総利益  7,788  △127  62  7,723    売上総利益

             

販売費及び一般管理費  △8,058  △10  8  △8,061  ②  販売費及び一般管理費

  －  △50  24  △26    その他の損益

        △363    
個別開示項目前営業利益

（△損失）

  －  △1,043  4  △1,039  ③  個別開示項目

営業利益（△損失）  △270  △1,230  97  △1,403    営業利益（△損失）

営業外収益  106  △106  －  －     

  －  32  1  33    金融収益

営業外費用  △525  525  －  －     

  －  △287  △156  △443    金融費用

        △410    金融費用純額

  －  △20  －  △20    
持分法による投資利益

（△損失）

特別利益  101  △101  －  －     

特別損失  △1,177  1,177  －  －     

税金等調整前当期純利益

（△損失）
 △1,765  △10  △57  △1,832    税引前当期利益（△損失）

法人税等  △65  10  22  △33    法人所得税費用

少数株主損益調整前

当期純利益（△損失）
 △1,830  －  △35  △1,865    当期利益（△損失）

             

            当期利益の帰属先：

少数株主利益  2  －  3  5    非支配持分

当期純利益（△損失）  △1,832  －  △38  △1,870    親会社の所有者

合計  △1,830  －  △35  △1,865     
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日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識及び
測定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

少数株主損益調整前

当期純利益（△損失）
 △1,830  －  △35  △1,865    当期利益（△損失）

その他の包括利益            その他の包括利益

            
純損益への組替えが

禁止される項目

退職給付に係る調整額  114  －  14  128    
確定給付負債（資産）の

純額の再測定

        128    
純損益への組替えが

禁止される項目合計

             

            
純損益への組替えが

求められる項目

為替換算調整勘定  731  －  1  732    
在外営業活動体－為替換算

差額

その他有価証券評価差額金  △30  －  57  27    売却可能金融資産

        759    
純損益への組替えが

求められる項目合計

包括利益  △1,015  －  37  △978    当期包括利益合計

             

            当期包括利益の帰属先：

親会社株主に係る包括利益  △1,020  －  38  △982    親会社の所有者

少数株主に係る包括利益  5  －  △1  5    非支配持分

 

　主に以下の理由から日本基準とIFRSの包括利益の金額は相違しております。

 

①　売上収益、売上原価の調整

　日本基準では、一部の物品販売取引について出荷時点で収益を認識しておりましたが、IFRSでは物品の

引渡時点で収益を認識しております。

　その結果、売上収益が209百万円、売上原価が147百万円それぞれ増加しております。

 

②　表示組替

　日本基準では、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」、「営業外費用」及び「特別利益」、「特

別損失」に表示していた項目を、IFRSでは財務関連項目を「金融収益」又は「金融費用」にそれ以外の項

目については、「販売費及び一般管理費」、「その他の損益」及び「個別開示項目」でそれぞれ表示して

おります。

 

③　個別開示項目

　当社グループは一時的に発生する特定の収益又は費用について、その金額に重要性がある場合には、経

営成績に対する影響を明らかにするために、連結損益計算書において個別開示項目として表示しておりま

す。
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（２）【その他】

１．当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上収益 （百万円） 4,555 9,704 15,199 20,455

税引前四半期（当期）損失（△） （百万円） △410 △619 △551 △132

親会社所有者に帰属する

四半期（当期）損失（△）
（百万円） △417 △650 △598 △196

基本的１株当たり

四半期（当期）損失（△）
（円） △1.45 △2.26 △2.07 △0.68

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

基本的１株当たり

四半期利益（損失△）
（円） △1.45 △0.81 0.18 1.39
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（2015年３月31日）
当事業年度

（2016年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,850 1,679

受取手形 ※３ 349 ※３ 302

売掛金 ※１ 2,473 ※１ 2,009

商品 797 1,239

原材料 545 541

前払費用 142 136

関係会社短期貸付金 430 258

未収入金 ※１ 1,105 ※１ 819

その他 2 3

貸倒引当金 △361 △28

流動資産合計 7,334 6,960

固定資産   

有形固定資産   

建物 388 388

構築物 1 1

機械及び装置 3 0

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 101 110

土地 1,277 1,074

リース資産 74 51

有形固定資産合計 1,846 1,627

無形固定資産   

ソフトウエア 133 179

その他 2 2

無形固定資産合計 136 182

投資その他の資産   

投資有価証券 176 136

関係会社株式 6,430 6,368

関係会社長期貸付金 504 484

長期前払費用 48 30

敷金及び保証金 149 148

破産更生債権等 175 172

長期未収入金 － ※１ 601

その他 7 7

貸倒引当金 △156 △525

投資その他の資産合計 7,335 7,425

固定資産合計 9,318 9,234

資産合計 16,653 16,195
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

（2015年３月31日）
当事業年度

（2016年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形 363 320

買掛金 ※１ 524 ※１ 707

短期借入金 ※４ 2,000 ※４ 2,300

関係会社短期借入金 2,042 2,075

1年内返済予定の長期借入金 82 81

リース債務 29 23

未払金 ※１ 221 ※１ 357

未払費用 317 262

未払法人税等 26 40

前受金 16 9

預り金 23 25

賞与引当金 153 131

製品保証引当金 57 56

返品調整引当金 53 63

未払消費税等 28 26

その他 1 35

流動負債合計 5,944 6,518

固定負債   

長期借入金 157 75

リース債務 47 30

繰延税金負債 4 －

退職給付引当金 4,391 3,889

訴訟損失引当金 908 626

資産除去債務 11 11

その他 2 91

固定負債合計 5,523 4,724

負債合計 11,468 11,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,000 6,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 306 306

資本剰余金合計 306 306

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,013 △1,233

利益剰余金合計 △1,013 △1,233

自己株式 △118 △119

株主資本合計 5,175 4,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 △1

評価・換算差額等合計 9 △1

純資産合計 5,185 4,952

負債純資産合計 16,653 16,195
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前事業年度

(自　2014年４月１日
　至　2015年３月31日)

 当事業年度
(自　2015年４月１日
　至　2016年３月31日)

売上高 ※１ 13,910 ※１ 13,496

売上原価 ※１ 8,737 ※１ 8,393

返品調整引当金繰入額 △5 9

売上総利益 5,178 5,092

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 5,622 ※１,※２ 5,036

営業利益又は営業損失（△） △443 56

営業外収益   

受取利息 ※１ 31 ※１ 10

受取配当金 ※１ 1 ※１ 135

為替差益 － 9

受取地代家賃 ※１ 98 ※１ 95

特許権売却益 ※１ 18 －

その他 21 33

営業外収益合計 170 285

営業外費用   

支払利息 ※１ 91 ※１ 76

貸倒引当金繰入額 － 42

シンジケートローン手数料 － 86

為替差損 155 －

その他 ※１ 17 7

営業外費用合計 263 213

経常利益又は経常損失（△） △537 128

特別利益   

事業譲渡益 68 －

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 32 －

債務免除益 48 －

特別利益合計 149 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 －

貸倒引当金繰入額 82 －

子会社株式評価損 166 －

特別退職金 13 －

訴訟損失引当金繰入額 908 －

投資有価証券評価損 90 86

減損損失 － 236

その他 0 －

特別損失合計 1,262 322

税引前当期純損失（△） △1,651 △193

法人税、住民税及び事業税 △6 27

法人税等調整額 － －

法人税等合計 △6 27

当期純損失（△） △1,644 △220
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 6,000 306 306 95 95

会計方針の変更による

累積的影響額
   535 535

会計方針の変更を

反映した当期首残高
6,000 306 306 631 631

当期変動額      

当期純損失（△）    △1,644 △1,644

自己株式の取得      

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － － － △1,644 △1,644

当期末残高 6,000 306 306 △1,013 △1,013

 

      

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △109 6,293 39 39 6,333

会計方針の変更による

累積的影響額
 535   535

会計方針の変更を

反映した当期首残高
△109 6,829 39 39 6,869

当期変動額      

当期純損失（△）  △1,644   △1,644

自己株式の取得 △8 △8   △8

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  △30 △30 △30

当期変動額合計 △8 △1,653 △30 △30 △1,683

当期末残高 △118 5,175 9 9 5,185
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当事業年度（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 6,000 306 306 △1,013 △1,013

会計方針の変更による

累積的影響額
     

会計方針の変更を

反映した当期首残高
6,000 306 306 △1,013 △1,013

当期変動額      

当期純損失（△）    △220 △220

自己株式の取得      

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － － － △220 △220

当期末残高 6,000 306 306 △1,233 △1,233

 

      

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △118 5,175 9 9 5,185

会計方針の変更による

累積的影響額
    －

会計方針の変更を

反映した当期首残高
△118 5,175 9 9 5,185

当期変動額      

当期純損失（△）  △220   △220

自己株式の取得 △0 △0   △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  △11 △11 △11

当期変動額合計 △0 △221 △11 △11 △232

当期末残高 △119 4,953 △1 △1 4,952
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【注記事項】
（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

①　時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）によっております。

②　時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

 

(2）デリバティブ等

　時価法によっております。

 

(3）たな卸資産

　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、市場販売目的ソフトウェアについては、関連製品の販売計画等を勘案した見積販売可能期間（３年）

に、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

 

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

３　外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。
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(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。退職給付債務及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用

処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定率法により算出した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。

 

(4）製品保証引当金

　製品の保証期間内に係るアフターサービスに要する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づくアフター

サービス費用の今後の支出見込額を計上しております。

 

(5）返品調整引当金

　製品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計上しております。

 

(6）訴訟損失引当金

　係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、当事業年度末において必

要と認められる金額を計上しております。

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

 

(3）退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ

らの会計処理の方法と異なっております。

 

（表示方法の変更）

（貸借対照表）

　前事業年度において、「短期借入金」に含めて表示しておりました、「関係会社短期借入金」は、明瞭性を高め

るため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の

組替えを行っております。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2015年３月31日）
当事業年度

（2016年３月31日）

短期金銭債権 2,028百万円 1,176百万円

長期金銭債権 －百万円 601百万円

短期金銭債務 444百万円 411百万円

 

２　保証債務

（支払保証）

前事業年度
（2015年３月31日）

当事業年度
（2016年３月31日）

台湾ティアック有限公司
95百万円

（24,819千台湾ドル）
台湾ティアック有限公司

－百万円

（－千台湾ドル）

 

※３　受取手形割引高

 
前事業年度

（2015年３月31日）
当事業年度

（2016年３月31日）

受取手形割引高 166百万円 21百万円

 

 

※４　当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約

を締結しております。

 
前事業年度

（2015年３月31日）
当事業年度

（2016年３月31日）

コミットメントラインの総額 4,000百万円 3,300百万円

借入実行残高 2,000百万円 2,300百万円

差引残高 2,000百万円 1,000百万円

　なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の財政

状態計算書（指定国際会計基準により作成されたものをいう。)（但し、借入人は借入人の各年度の決算期の

末日における連結の財政状態計算書を作成する。）における資本合計の部の金額を、15億円以上の金額にそれ

ぞれ維持することを確約する。

(2) 借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上

の「個別開示項目前営業利益」に「金融収益」を加算し、「金融費用」を控除し、「持分法による投資損益」

を加算し、一過性損益（日本国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準じて、特別利益として

計上されるもののうち、借入人の連結損益計算上において個別開示項目として計上されない金額から、日本国

において一般に公正妥当と認められている会計基準に準じて、特別損失として計上されるもののうち、借入人

の連結の損益計算書上において個別開示項目として計上されない金額を控除した金額）を控除した金額に関し

て、それぞれ負の値としないことを確約する。

　その他、親会社との資本業務提携関係を維持すること、東京証券取引所市場第一部上場を維持すること等の制限

が設けられております。

　当事業年度末において連結財政状態計算書の「資本合計」の金額が1,500百万円を下回ったことにより、シンジ

ケートローン契約（2016年３月31日現在借入残高2,300百万円）の財務制限条項に抵触している状況にあります

が、2016年４月にシンジケートローンに参加するすべての金融機関等より、期限の利益喪失の権利を行使しない旨

の同意を得ております。
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2014年４月１日
至　2015年３月31日）

当事業年度
（自　2015年４月１日
至　2016年３月31日）

売上高 5,068百万円 4,594百万円

仕入高及び販管費 5,648百万円 5,485百万円

営業取引以外の取引高 177百万円 244百万円

 

※２　販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2014年４月１日
　　至　2015年３月31日）

　当事業年度
（自　2015年４月１日

　　至　2016年３月31日）

従業員給料 1,779百万円 1,760百万円

賞与引当金繰入額 153百万円 131百万円

退職給付費用 220百万円 83百万円

諸手数料 982百万円 722百万円

 

おおよその割合   

販売費 11.8％ 12.6％

一般管理費 88.2％ 87.4％
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（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

（注）　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

（単位：百万円）
 

区分
前事業年度

(2015年３月31日)
当事業年度

(2016年３月31日)

子会社株式 6,368 6,368

関連会社株式 61 －

合計 6,430 6,368

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及

び関連会社株式」の時価を記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2015年３月31日)
当事業年度

(2016年３月31日)

繰延税金資産   

貸倒引当金 150百万円 165百万円

研究開発費 161百万円 105百万円

棚卸資産評価損 245百万円 230百万円

訴訟損失引当金 291百万円 226百万円

退職給付引当金 1,420百万円 1,190百万円

子会社株式評価損 2,796百万円 2,611百万円

繰越欠損金 3,088百万円 3,203百万円

その他 303百万円 377百万円

繰延税金資産小計 8,457百万円 8,113百万円

評価性引当額 △8,457百万円 △8,113百万円

繰延税金資産合計 －百万円 －百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △4百万円 －百万円

繰延税金負債合計 △4百万円 －百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △4百万円 －百万円

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前事業年度

(2015年３月31日)
当事業年度

(2016年３月31日)

固定負債－繰延税金負債 △4百万円 －百万円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成

28年法律第13号）が2016年３月29日に国会で成立し、2016年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ

等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業

年度の計算において使用した32.3％から2016年４月１日に開始する事業年度及び2017年４月１日に開始する事業年度に

解消が見込まれる一時差異等については30.9％に、2018年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差

異等については、30.6％となります。

　この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）
 

区分 資産の種類
期首

帳簿価格
当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価格

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形固定資産

建物 388 25 － 25 388 1,911 2,300

構築物 1 － － 0 1 95 96

機械及び装置 3 － 2 0 0 93 94

車両運搬具 0 － － － 0 0 0

工具、器具及び備品 101 71
7

(1)
55 110 1,089 1,200

土地 1,277 －
203

(203)
－ 1,074 － 1,074

リース資産 74 8 0 29 51 206 258

計 1,846 105 212 112 1,627 3,397 5,024

無形固定資産

ソフトウエア 133 145
31

(31)
68 179 － －

その他 2 － － － 2 － －

計 136 145 31 68 182 － －

（注）当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 517 55 － 19 554

賞与引当金 153 131 153 － 131

製品保証引当金 57 56 57 － 56

返品調整引当金 53 63 53 － 63

訴訟損失引当金 908 － 217 64 626

（注）１.　貸倒引当金のその他の当期減少額は主に洗替えによるものであります。

２.　訴訟損失引当金のその他の当期減少額は、主に為替の影響によるものであります。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告としております。やむを得ない事由により、電子公告によること

ができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

 

https://www.teac.co.jp/about/jp/koukoku

株主に対する特典 該当事項なし

（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等は、Gibson Brands, Inc.及びGibson Holdings, Inc.であり

ます。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第67期（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）2015年６月19日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付資料

2015年６月19日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

第68期第１四半期（自　2015年４月１日　至　2015年６月30日）2015年８月12日関東財務局長に提出

第68期第２四半期（自　2015年７月１日　至　2015年９月30日）2015年11月16日関東財務局長に提出

第68期第３四半期（自　2015年10月１日　至　2015年12月31日）2016年２月12日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（訴訟損失引当金繰入額の計上）の規定に基

づく臨時報告書

2015年５月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書

2015年６月22日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2016年６月21日
 

ティアック株式会社
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西 野 聡 人　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森 部 裕 次　　㊞

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるティアック株式会社の2015年４月１日から2016年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政

状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務

諸表注記について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条の規定により国際会計基準に準拠して連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、ティアック株式会社及び連結子会社の2016年３月31

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

EDINET提出書類

ティアック株式会社(E01932)

有価証券報告書

115/117



＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ティアック株式会社の2016年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、ティアック株式会社が2016年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2016年６月21日
 

ティアック株式会社
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西 野 聡 人　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森 部 裕 次　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるティアック株式会社の2015年４月１日から2016年３月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者

が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ティ

アック株式会社の2016年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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